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4.3  わが国の国際共同開発の現状における課題 

4.3.1 政策的な制約、課題 

日本の防衛産業は第 2 次世界大戦後、占領軍により解体され、その後昭和 27 年(1952 年)
になって再開されたわけであるが、防衛産業の基盤は戦前のものを引き継いでいる。つま

り戦前・戦中を通して防衛産業に従事していた企業が「再開」したわけで設備、人員とも

戦前・戦中のものを受け継いでいる。よって、防衛産業政策を明確にすることなく防衛産

業基盤は存在し、そのまま活動してくることができた。つまり、戦後日本は防衛産業政策

を立案することなく、その必要もなく、過ごしてきたわけである。 
昭和 45 年の中曽根内閣当時に防衛装備品国産化方針として「防衛の本質からみて、国を

守るべき装備はわが国の国情に適したものを自ら整えるべきであるので、装備の自主的な

開発および国産を推進する」が出されているが、現在のところ、それくらいしか防衛装備

品の調達、技術・生産に関する方針は見当たらない。これも今となっては有効なのか、無

効なのかもはっきりしないのが現状である。 
日本の防衛予算の現状は 4.1 節で述べたように平成 2 年(1990 年)をピークに防衛費の一

方的削減傾向が続いている。それに伴い防衛装備品についても開発費、調達費が漸減して

いる。 
しかしながら、東アジアの安全保障環境を見てみると日本の周辺には弾道ミサイルを開

発・配備し、核開発を推進している国があり、また過去 10 年以上にわたって、二桁の軍事

費の伸びを行っている国がある。このように周辺の安全保障環境は厳しい状況であるにも

かかわらず、日本は一方的に防衛装備品費の削減を続けている。これも防衛産業政策がな

いゆえのことではないかと思われる。 
現実問題として輸出が考えられない状況下、防衛産業の顧客は防衛省のみであり、その

事業内容は防衛省の調達計画に大きく左右される。 
そもそも防衛産業政策は国としての防衛基本政策があってその下に作られるものであり、

わが国の根本的問題は国家としての防衛基本政策、安全保障基本政策がないことによるで

あろう。本来、安全保障基本政策の下に安全保障基本法を設定し、その上で防衛産業政策

を論ずべきものである。 
国家防衛の基本となる防衛基本政策をベースに装備調達計画・技術開発計画が策定され、

これを達成するため、防衛産業に何を求め、防衛産業をどう育成していくか、政府として

の一貫した防衛産業政策が必要であると考える。その防衛産業政策の中には適切な予算の

確保、重要分野を明確にした上での重点投資、国内産業の技術力強化の視点に立った輸出

管理政策の見直し等が織り込まれるべきである。 
このような体系的な防衛産業政策があればそれに基づき国際共同開発・生産への関与、

参画の仕方も定まるものであろう。 
また日本の防衛産業の構造を見てみると、防衛事業は大企業のごく一部であり、各会社



 

141 

におけるその割合は１～3％程度である。専門メーカーもあるが、その数は少なく、規模は

小さい。このような産業構造の中で防衛費の削減が追い討ちとなり、中小のメーカーの中

には撤退する企業も出てきている。その結果、日本の防衛産業は弱体化し、防衛産業政策

の不備とあいまって、国際共同事業への参画の機会を失わしめることになっている。 

4.3.1.1 武器輸出三原則等 

日本は武器輸出三原則等による制約から国際共同開発への参加は困難な状況にある。し

かし、昭和 58 年に米国との間で締結された対米武器技術供与取極の枠組みにより、F-2 支

援戦闘機の日米共同開発が実施された。 
F-2支援戦闘機開発は日米共同開発とされているが、機体のベースは米国が開発したF-16

戦闘機であり、開発経費は全て日本側が負担している。よって、厳密な意味での国際共同

開発とは言い難い。日本の予算で、日本向けだけの戦闘機開発を行ったわけである。日米

交渉の結果、開発後の製造段階における米国側のワークシェアは 40％となった。日米で製

造を分担するため、米国においても日本と同様の製造設備が必要となり、その設備を輸出

しようとしたところ武器輸出三原則等の規制により輸出は許可されなかった。その結果、

設備の図面を提供し米国で作ることになった。日本側製造設備と同じものを 2 つ作り、そ

れを米国に提供すれば安価となり、さらに日本における作業量も増えることになったはず

である。全体から見れば微々たるコストかもしれないが、自らの制約により不合理な仕事

の進め方をせざるを得なかった。このようなことの積み重ねが国益を損なう結果になって

いると言えよう。 
F-2 共同開発の次に平成 16 年(2004 年)の内閣官房長官談話による例外化処置により弾道

ミサイル防衛技術の研究等を含めた日米共同研究、それに続く共同開発が行われている。

その例外化処置には開発終了後の生産段階まで含まれているが、日米以外の第三国への移

転については言及されておらず、生産段階における具体的対応は不明確なままである。 
つまり、今までの例外化処置は日米 2 国間のみのものであり、多国間共同の防衛事業で

ある共同開発、共同生産が許可されたことはない。よって現段階においては多国間共同開

発への参画は不可である。多国間共同開発への参画を可能とさせるためには、わが国とし

ての武器輸出に関する方針・原則を明確化した上で、武器輸出三原則等の見直しを行い、

その方針・原則に沿った輸出管理政策を実施すべきである。わが国としての武器輸出に関

する方針・原則は前述した「防衛産業政策」の中で明確にすべきものと考える。 
すでに述べたように現状は、昭和 58 年中曽根内閣による対米武器技術輸出例外化や平成

16 年の内閣官房長官談話（BMD 日米共同開発・生産の例外化等）により武器輸出三原則

の見直しは一部行われているが、実質的な禁輸状態が継続している。この状態が続いてい

るため防衛関係の技術交流ができず、国際的な防衛技術進歩に遅れをとっている可能性が

ある。つまり防衛関連は技術鎖国状態になっているという弊害が出ているのではないか、

と考える。防衛技術交流には民間レベル共同、民間の他国プログラムへの参加、生産下請

負による部品、装置の輸出、国家間の共同研究、共同開発などいくつかのケース、段階が
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考えられ、それぞれ国としてどのように対応していくかを策定すべきである。 
BMD のように個別例外化、という方法もあるが、一件ごとに官民とも多大な労力が必要

で、タイムリーな国際共同開発に参加できないという弊害を持っている。 
外国においても日本の武器輸出禁輸策は広く認識されており、米国の議会調査報告 82に

｢日本は憲法問題によりF-35 プログラムに入れない。｣との記述がある。わが国の武器輸出

禁止政策は政府としての方針であり、憲法によって定められているものではない。この記

述においては憲法によって武器輸出が禁止されていると誤解されているが、このように米

国議会の公式報告書に書かれていることからも判るように日本が国際共同開発に入ること

ができないことは国際的な共通認識となっている。 

4.3.1.2 GSOMIAに関わる法整備 

日米両国は平成 19 年(2007 年)８月に GSOMIA を締結したが、わが国は国内現行法の見

直しを伴わないとの前提で締結しており、その結果、企業における規則等を見直すところ

にはいたっていない。結果として GSOMIA 締結が日本国内において具体的な影響を及ぼし

ていないのが実情である。 

4.3.1.3 予算制度 

（１）単年度予算方式における現行の技術開発 
現行の日本国の予算制度では、新規装備品調達及び同継続要求に拘わらず、単年度毎に

概算要求する予算方式が採用されている。また、国内の会計法上では、継続費として最大 5

年の期間しか認められていないので、基本的に全ての単一計画事業は、毎年概算要求を継

続しながら 5 年以内に完結しなければならない。従って、長期的研究開発事業を実施する

ためには、異なる事業要求に基づき研究試作事業と開発試作事業とに分離して段階的に展

開して目的を達成する方式が採用されている。 

現行方式では、一度定めた事業要求を事業完了まで変更することが出来ない法規制で、

かつ会計法上の期間制限が設けられているので、研究開発における段階的な技術解明に応

じた研究開発要求を変更することが出来ない業務処理要領となっている。従って、近年、

事業要求を柔軟に変更することにより同様に技術研究開発の内容も柔軟に修正して、より

効率的展開、期間短縮、かつ経費削減を達成して、多大な成果を挙げる研究開発方式（ス

パイラル手法）が必要視されるようになってきている。 
 
（２）進化的（スパイラル）開発 
防衛省における研究開発の目標としては、将来の戦闘様相を想定し、そこで相手より戦

                                                  
82 CRS Report for Congress 
“Potential F-22 Raptor Export to Japan”, March 11, 2009 (p5) 
- Under a self-imposed ban on exporting arms, Japan cannot in principle participate in joint development that 
requires it to export weapons parts and research data to other countries.  ---   Japan’s aversion to military export 
led to Tokyo’s decision not to participate in the international consortium to co-develop the F-35 Joint Strike Fighter. 
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闘において優越するための装備品を実現することであるが、現状を鑑みると、新しい発想

に基づく装備品の創出への体制化が不十分である。そこで、日進月歩で進歩する情報技術

(IT)や無人化技術等の先進技術を導入した未来型戦闘システムの構築に向けての法制化と

して、現行の「装備品等の研究開発に関する訓令（平成 18 年防衛庁訓令第 25 号）（以下、

「研究開発訓令」という。）」第 30 条の規定に基づき、「進化的開発に関する訓令（平成 18
年防衛庁訓令第 70 号）」が定められている。 
ア．進化的開発の定義 
研究開発訓令第 30 条によると、進化的開発は、早期に装備化する必要性が高いこと、び、

最新の運用上の必要性や技術を開発実施中に取り込む必要性が高いと判断されるものであ

ると定義されている。 
イ．構想段階及び要求段階 
進化的開発は、従来の装備体系にない新たな発想に基づく装備品に適用されること、及

び例外的開発手法であることから、構想段階における全省的な合意形成と慎重な検討体制

が必要とされている。 
このため、防衛政策局長を長とする進化的開発委員会（以下「委員会」という。）を設置

し、構想段階において、委員会で進化的開発の候補事業の発議・着手の妥当性等の検討を

行う。 
委員会の検討は、委員長又は委員の発議によって開始され、進化的開発着手の妥当性等

について、安全保障環境の評価、防衛戦略的観点からの重要性・必要性、科学技術動向の

観点からの重要性・必要性、進化的開発手法を適用する装備品についての能力評価、検討

時点におけるライフサイクル全般を見通した開発期間や経費の見積もり等を踏まえ、検討

する。委員会は、その検討結果を意見として取り纏め、装備審査会議に提出する。幕僚長

等は、委員会による検討結果を踏まえ、進化的開発提案書(以下「提案書」という。) を作

成し、長官の承認を得るものとし、これら手続きを経た後に次年度予算概算要求を行う。

提案書の要求性能等の記載事項は、当初明確化出来ない場合は、省略することができるも

のとする。 
なお、一般的開発の場合と同様、各幕僚長から提案書を提出する以前に、進化的開発事

前提案書を技本に提出(これを受けた技本は、進化的開発技術検討書を策定)することは、妨

げない。 
ウ．実施段階における手続き 
予算が認められた後、技本長は、進化的開発実施計画書(以下「実施計画書」という。) を

作成し、大臣承認を得るものとする。委員会は、実施計画書で設定された評価時点毎に、

事業の進捗を把握すると共に、要求性能、経費、事業計画等の開発着手時に明確化出来な

かった事項の明確化を図りつつ、進化的開発の適正な事業遂行の確保に努める。また、上

記検討を踏まえ、実施計画書等を変更する必要がある場合には、委員会での検討を経て大

臣承認を得るものとする。 
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なお、実施段階における委員会、装備審査会議調整部会、評価通達に基づく評価委員会

は、構成員の多くが重複することから適宜省略又は同時開催出来るものとする。 
（３）米国における取り組み 
米国においては、最新の技術研究の成果をその時々で直ちに装備品開発に導入し、革新

的な装備品を進化的に開発するプロセスを、スパイラル開発手法として既に採用している。 

即ち、開発着手時には、技術的又は運用構想上の理由から、最終的に達成すべき詳細性能

を決められない場合に、これらを大まかに設定しておいて開発事業の進捗に従い、開発者

と運用者の継続的な検討の中で、これを詳細化させていくものである。 
なお、スパイラル開発は、開発着手時に要求性能が明確でなくても良いため安易な開発

着手に対する懸念が有ることに加え、開発の進捗に従い事業計画を確定していくので、全

体経費の当初見積もりが変動する可能性があること等の理由から、米国においても慎重な

対応が取られている。 
（４）わが国における今後の進化的開発の運用 
弾道ミサイル防衛関連の技術開発以外で進化的開発の適用が今後想定される分野は、中

長期的観点から重点的に研究開発すべき防衛技術分野であるべきものと思量される。  
しかし、今後これらの分野における装備品開発は、技本の技術研究開発力のみで全てを

担えるものではなく、民間企業等による民需部門での研究開発の成果を積極的かつ効果的

に取り入れていくことが必須である。 
今後の防衛装備品に関する技術研究開発政策としては、経済産業省等で作成した民間技

術のロードマップ等と摺り合わせ、官民の役割分担の観点から、技本自らの研究開発を実

施すべき重点分野を明確化すると共に、他省庁の民需部門における研究開発支援施策と直

接的に連携を図っていくことが必要とされる。 

4.3.2 日米共同研究・開発からの課題と教訓 

日本はすでに述べたように F-2 の日米共同開発を実施し、現在は BMD/SM-3 の日米共同

研究・共同開発を実施している。 
F-2 の日米共同開発のように一方（日本）のみが開発経費を全額負担するプログラムの場

合、他方(米国）のコスト削減をどのように実現していくかが大きな課題となる。特にワー

クシェアを事前に合意設定した場合、費用負担を行わない側にコスト削減意識低下が起こ

るのではないかとの懸念が出てくる。 
日米 BMD 共同研究・開発は 50：50 の分担ということで進められており、担当部位、コ

ストについても応分に負担している。このような共同研究・共同開発の形態で相手国の最

先端技術を十分活用し、取り入れることができるようにするためには、バーゲニングパワ

ーとしての自己技術の蓄積が必須である。国内技術あってこそ共同研究・共同開発に参加

する意義があるものと考える。 
これまで述べたように国際共同開発をすすめるためには各国間の調整に時間がかかり、

また開発が始まってからの進捗にも影響が考えられる。結果としてプロジェクトの長期化
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につながり一部技術が陳腐化していくという事態も危惧される。 
またわが国としては一方的に米国追随とならず、わが国の防衛力強化、防衛産業基盤強

化に繋がるような取り組みが必要と考えられる。 

4.4 わが国との共同開発に対する諸外国の見方 

4.4.1 アンケート調査結果 

（１） アンケート調査実施要領 
アンケート調査票 83を訪問先の主として防衛産業に事前配布し、訪問時に聞き取りある

いは文書により回答を得た。尚、調査票は、欧州と米国では現状の日本との関係を考慮し、

一部異なる質問としている。 
ア．アンケート内容 （原文は参考資料 6 のアンケート調査票参照） 
 仮定 1：武器輸出に関し現状の政策を維持する 

a. 日米間の軍事技術の移転は許可。 
b. ミサイル防衛に関連するハードウエアの輸出は第三国への輸出をしないことを

条件に米国への輸出に限り許可。 
c. 上記 a 及び b 以外の武器及びそれに関連するものの輸出は禁止。 
d. GSOMIA のような情報保全協定を支援するための日本における法制度は未整

備のまま。 
 仮定 2：武器輸出に関する日本政府の政策を改定する 

a. 武器及びそれに関連するものの輸出は、“共産圏諸国向け、国連決議により武器

等の輸出が禁止されている国向け及び国際紛争の当事国又はそのおそれのある

国向けの場合以外では許可されるという当初の“武器輸出三原則”に立ち返る。 
b. GSOMIA と同等な協定に従がってあらゆる法律及び規則を法制化する。 

 質問 1（米国向け） 
  上記仮定 1 のように現状政策のままの場合： 
   以下の a, b, c のいずれかを選択しコメント。 

a. 2 国間の共同開発及び共同生産プロジェクトを歓迎。 
b. そのようなプロジェクトを考慮するだろう。 
c. 現状政策のままであればそのようなプロジェクトは受け入れ難い。 

 質問 1 （欧州向け） 
   上記仮定 1 のように現状政策のままの場合：コメントは？ 
 質問 2 上記仮定 2 のように現状政策を改定する場合： 

a. 日本との国際共同プログラムへの参画及び 2 国間の共同開発・生産を歓迎。 
b. 日本との国際共同プログラムへの参画及び 2 国間の共同開発・生産に反対はし

ない。 
                                                  
83 アンケート調査票を参考資料 6 に添付する。 
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c. 日本との国際共同プログラムへの参画もしくは 2 国間の共同開発・生産に興味   
はない。 

 質問 3 もし日本が輸出管理の政策を変更し国際プログラムに参画する場合、貴国の防衛

産業にどのような影響を与えるか？ 
イ．アンケート調査を実施した欧州の訪問先 
（ア） フランス 

① フランス国防省装備庁 
② タレス社 
③ 航空宇宙工業会（GIFAS） 
④ EADS 社 

（イ）スウェーデン 
① 安全保障防衛工業会 
② 国防省防衛部 
③ 防衛装備庁（FMV） 
④ 戦略物資検査庁（ISP） 

（ウ）英国 
① 貿易投資庁国家安全保障機構 
② 王立統合安全保障研究所（RUSI） 
③ BAE システムズ社 

ウ．アンケートを実施した米国の訪問先 
① ロッキード・マーチン社 
② ボーイング社 
③ レイセオン社 
④ 国家防衛産業協会（NDIA） 
⑤ 米国防省国防次官補（アジア太平洋安全保障担当） 
⑥ 米国防省国防次官（取得・技術・兵站担当） 
⑦ ノースロップ・グラマン社（今回、訪問は先方の都合で出来なかったがア

ンケートの回答は入手） 

（２） アンケート調査結果のまとめ 
アンケート調査結果を纏めると次のとおり。 
ア．質問 1 現状政策のままの場合 
 ① 日本が現状政策を維持した場合、次のような不利を被るであろう。（欧州） 
  ・  例えば F-35 のような国際的なメジャーなプログラムに参加できない 
  ・  米国からの技術移転は減少するであろう 
  ・  装備品取得に高いコストを払わなければならない 
  ・  先進技術研究へのアクセス機会が少なくなる 
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  ・  インターオペラビリティを達成するのが困難 
② 現行のスタンダードミサイルSM-3 BlkIIAの日米 2国間共同開発に代表される様に、

この形態での共同プロジェクトも歓迎される。 したがって、この場合は、case by 
case で許容、成立するものと思量される。（米国） 

③ 2 国間での共同開発、共同生産は Welcome であるが艦艇の建造だけは 1990 年から

規制され、米国以外での開発・生産はできない。（米国） 
④ 武器輸出三原則により技術に関してのみ輸出が許可されており、JMTG  

(Joint Military Technology Group)で対象アイテムが検討されているが余り実例がな

い。例外は BMD で、イージス艦の SM-3 が共同開発されている。米国は将来、欧州

に部品を供給したい意向を持っているが、武器輸出三原則の制約でかなわない。（米

国） 
⑤  開発・生産プロジェクトへの参加を歓迎するが、 b と c の中間のケースもある。即

ち、プロジェクトの性格によっては、現状政策の下では第三国移転の問題あるいは情

報保全上の問題等のため日本との共同は余りやりたくない、もしくは全くやりたくな

いというケースがある。（米国） 
⑥  b. 共同でできる範囲はかなり制限される。考えられるケースは（１）米国から取得

した防衛装備品のライセンス生産、維持整備限定的な機能改善（２）BMD のような

開発プログラムに限定される。これらはリスクが少ない分リターンも限られており共

同を拡大しようというインセンティブが働かない。（米国） 
イ．質問 2 現状政策を改定する場合 
① 日本の国際共同開発に参加することについては大いに歓迎する。日本は、技術的に

も経済的にもあらゆる面で国際共同の仲間に入る資格を十分に備えている。まず政府

間のアグリーメントが必要であり、また同等の情報秘密保全体制があることが求めら

れる。（欧州） 
② 国際共同開発の判断基準は、「ケースバイケース」である。（欧州） 
③ 日本が現状政策を変更し、国際共同プロジェクトへの参加許可、情報保全体制整備、

政府間アグリーメントの締結等を実施した場合次のような利点がある。（欧州） 
  ・  日本の国際共同プログラムへの参加は歓迎される 
  ・  双方向の技術移転が可能になる 
  ・  企業間の国境を越えたパートナーシップが成立する 
  ・  インターオペラビリティがより良く達成される 
④ 国際的観点から日本の日米２国間及び多国間共同開発等プロジェクトへの参画を肯

定、歓迎する。（米国） 
⑤ 2 国間での共同開発、共同生産もしくは日本が国際共同開発に参画することには

Welcome。（米国） 
⑥ 日本との共同開発・生産或いは日本の国際共同開発・生産プログラムへの参加を歓
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迎する。但し、その場合には第三国移転の問題及び情報保全体制の問題等は解決さ

れている必要がある。（米国） 
  ・  共同開発は Role－Mission－Capability の協議を通じて Requirement を策定

し、共通の Requirement に基づき実施することになる。 
⑦ 日本との国際共同プログラムへの参画及び 2 国間の共同開発・生産を歓迎。日本は

民間の技術が進んでおり民間技術とのコラボレーションにも期待。（米国） 
⑧ ｂのケースバイケース。政府間のアグリーメントを結んでいる国々は限られている。

（英国は米国、仏、オーストラリア及びスウェーデンとのみ締結）これらの国々と

は相当のボリュームの共同/協力作業量がありそのための大量な情報交換が必要に

なっている。初期の段階では、まずはケースバイケースから始め、作業量などが多

くなってくれば政府間のアグリーメント締結に進めばよい。（欧州） 
 ウ．質問 3 もし日本が輸出管理の政策を変更し国際プログラムに参画する場合、貴国の

防衛産業にどのような影響を与えるか？ 
① 欧米武器マーケットに対する影響としては、現行の欧米間で実施されている国際的

共同事業の現状から判断すると、必ずしも楽観視出来るものでは無く、産業競争力

に根ざした国際競争力と政府による強力な支援等により裏打ちされた背景が必要で

ある。産業界としては、先ず、Joint Venture 的事業の開拓から模索し、次第に政府

が介在する国際的多国家間事業へと発展していく方式が妥当と思量される。その代

表的存在としては、韓国政府と韓国企業が一体となって展開している防衛、武器ビ

ジネスアプローチが正に強力な国際競争力を背景にして展開されている実例として

挙げられる。（米国） 
② まず日本自身が欧米の防衛市場に参入するに当り自らの国益が何であるかを明確に

すべき。米国の武器輸出は米国の外交政策の延長上にあり、その外交政策は米国も

日本も共通の政策目的を保持しているということに依存している。従がって日本は、

自らの国益が欧州との共同開発に依存しているのかどうか決断する必要がある。欧

州は日本を守ってはいない。したがって当面は米国及び米国製品を購入している同

盟国の市場が米国と共同で参入すべき市場である。（米国） 
③ まずは、共同プロジェクトを成功裡に創出できる共通の Capability Requirements

があるかどうかに依存する。共通の要求事項が見出せる場合には2国間でもOCCAR
のような国際取得機関を通してでも可能。欧州市場での競争は大歓迎であり、日本

を潜在的なパートとしても supplier としても迎える。（欧州） 

（３） アンケート調査結果の総括 
ア．質問 1 現状政策のままの場合 

現在、共同開発が可能な国は米国のみであるが、米国政府関係者からは、ケースバイ

ケースでの共同開発、共同生産は歓迎するものの、プロジェクトの性格によっては、①

第三国移転の問題あるいは②情報保全上の問題等のため日本との共同は余りやりたくな
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い、もしくは全くやりたくないというケースあるとの発言あり。又防衛産業からは共同

開発の拡大のためには、第三国移転などによる市場拡大が必要であり、制約がある現状

では投資に対するリターンが限定され積極的に進めようというインセンティブがなかな

か働かない状況がうかがえる。 
現在、共同開発を行う条件がそろっていない欧州の防衛関係者からは、①国際的なメジ

ャーなプログラムへの参加が困難②米国からの技術移転は減少③装備品取得のための高

い支払いコスト④先進技術研究へのアクセス機会の減少などが指摘されている。 
 イ．質問 2 現状政策を改定する場合 
  欧州、米国とも日本との国際共同プログラムへの参画及び 2 国間の共同開発・生産 
を歓迎するとの発言が多かったが、その理由としては、①技術的にも経済的に資格が十分

ある、②民間の技術が進んでおり民間技術とのコラボレーションにも期待という点が挙げ

られた。国際共同プロジェクトに参画する利点としては①双方向の技術移転が可能になる

②企業間の国境を越えたパートナーシップが成立する、③インターオペラビリティがより

良く達成される、これらの点が、これまでの共同プログラムを経験してきた各国から指摘

された。 
国際共同開発の原点は共通の Requirement があることという点では欧州も米国も同意

見であった。 
共同プログラムへ参画するために、政府間のアグリーメントが必要かという点では必

要という意見が多かったが、欧州からは政府間のアグリーメントを結んでいるのはそれな

りの共同/協力作業量がある場合に限られており、まずはケースバイケースから始めよう

という意見もあった。 

ウ．質問 3 もし日本が輸出管理の政策を変更し国際プログラムに参画する場合、貴国の防

衛産業にどのような影響を与えるか？ 
  先ずは、共同プロジェクトを成功裡に創出できる共通の Capability Requirements がある

ことが大前提。欧州はＥＵ防衛市場の創出を目指して、競争と協力を標榜していること

もあり Requirement が共通であれば「良き潜在的パートナー」として歓迎するというス

タンス。米国の産業界の一部からは、国益を同一にし緊密な関係を図れる国は（欧州で

はなく）米国であり、米国市場でともに活動すべきとのコメントあり。又、他国の防衛

産業に影響を与える程、強力なライバルになるには自国の政府との緊密な支援が不可欠

とのコメントが韓国の例を挙げてあり。 

4.4.2 米国の見方 

ここに記述するのは、今回の海外調査において国防省及びシンクタンクの関係者との面

談で提示されたペーパーの内容を要約したものである。なお、説明に使用されたペーパー

の日本語翻訳版を参考資料として添付する。 
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4.4.2.1 装備品取得及び防衛産業基盤について 

（１）米国の今後の装備品取得についての展望 
・ 今後の防衛予算は縮減傾向にあり、特に R&D 並びに新規装備品取得予算は厳しい。

従って米国と雖もすべてを自国産業能力のみに頼ることはできず、国際マーケットの

中で事業を実施していかなければならない状況にある。 
・ 欧州企業と米国企業間の吸収合併あるいは共同開発生産等は、今後とも継続して生じ

るあるいは増加していく傾向にあり、企業のグローバル化は益々進展しよう。この点

からも、装備品の取得基盤のグローバル化は進展すると言える。 
・ このような装備品取得基盤や軍事技術の拡散は、敵性国家等への装備品や軍事技術流

出の危険性の増大を意味するため、輸出管理や情報保全体制の強化・充実を併せて図

っていくことになろう。 
（２）現状における日本の装備品取得及び防衛産業基盤についての米国の見方 
・ 恒常的な制約された防衛予算の下にありながら自衛隊に求められる役割は近年増大し

ている。このため装備の近代化、所要数量の確保等による所要防衛力の確保に困難を

きたしている。 
・ 防衛産業は、武器輸出三原則等の制約のため国際共同プログラム参加によるメリット

を享受できないでいる。 
・ これらの結果、防衛生産・技術基盤の脆弱化は避けられないであろう。 

（３）今後の日本との防衛装備協力の在り方 
・ 長期的展望に立って、国益達成のための夫々の役割→役割達成のために果たすべき任

務→任務達成のために必要とする能力→装備品に求める要求性能、これら一連の対話

を行い、そこから導かれた装備品に対する“Requirement”から日米共通のものを見

出し、共同で開発・生産する、という防衛装備品・技術協力のための戦略的アプロー

チをする必要がある。 
・ これにより、防衛上の緊要な能力の向上、費用対効果のある装備品取得、並びに有益

な防衛産業生産・技術基盤の育成、を達成することができる。 
・ このことが、日米同盟の強化そして極東アジアの安全保障の増進に繋がる。 

（４）あり方達成のための今後の課題 
・ 戦略性と透明性があり、防衛産業が国際共同活動のできる、武器輸出管理政策・体制

への移行。 
・ 効果的な軍事技術・情報保全の体制の整備。 
・ 政策マターから装備品マターに至る組織的な日米防衛対話フレームワークの構築。 

4.4.2.2 日本の情報保全体制について 

（１）過去の経緯 
1954 年に締結された「日米相互防衛援助協定」では、「日米両国は機微な情報の保護義務

あり」と規定しているが、情報保護の標準化及び細部実施要領については定めていなかっ
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た。このため GSOMIA 締結以前は、米国より輸入、或いはライセンス生産により取得した

装備品に関わる秘または機微な情報の保護については、それら装備品ごとの政府間覚書

（MOU）締結の過程で交渉し細部実施要領等を定めていた。 
その後近年のように複雑・高度な装備品のライセンス生産の増加、日米共同研究・共同

開発の進展、多数の装備品等に共通して関わる機微な情報等、或いは部隊運用に関わる情

報の増加等の状況にあって、個々の MOU を締結してこれに対処することは極めて非効率

的であり対処不可能に近い状況になっていた。 
（２）日米間の GSOMIA の締結 
このような状況を受けて日米両政府は、2007 年 8 月 10 日に GSOMIA を締結した。この

GSOMIA は、オーストラリア並みの詳細な内容のアグリーメントとなっているが、殆どの

国との GSOMIA が含んでいる「企業条項」を含んでおらず、契約企業従業員の秘密軍事情

報取り扱い資格の付与方法についての規定がない。 
また、GSOMIA は情報移転プロセスの保全を保証することに焦点を合わせたものであっ

て、GSOMIA の締結それ自体が機微な情報の提供を約束するものではない。米国が秘情報

を開示するあるいは先進的なシステムを提供するという決定は、各種の外交政策や国家安

全保障上の関心事項に基づいてなされるものであって、そのような中で GSOMIA は秘密保

全の唯一の証となるものである。 
[参考資料] 
   2 「日米防衛装備協力」 

国防省国防次官（取得・技術・兵站担当）オフィス 
国際協力局 日本プログラム部長 ジェフリー・ブルーム 

   3 「共同取得」GAR アソシエーツ 代表取締役 グレッグ・ルビンシュタイン 
   4  「GSOMIA 及び情報保全についての考察」 

GAR アソシエーツ 代表取締役 グレッグ・ルビンシュタイン 

4.4.3  欧州諸国の見方 

4.4.3.1 欧州諸国の今後の装備品取得についての展望 

（１） 訪問先欧州諸国（仏、英、スウェーデン）の政府機関及び防衛産業等との打合わ

せ内容を纏めると次のとおり。 
① 今日の先進装備品は国際共同によって開発取得するのが常態となっている。こ

こで武器輸出管理並びに秘密情報保全体制の問題が密接に関わってくる。金額、

アイテム、受領国等によって審査レベルが異なる等、長い武器輸出の歴史によ

って培われた管理体制を整えている。 
② 我々は、国家間の共同を信じる。我々は、国際市場を見ている。 
③ 我々は、防衛機器を良好な関係を有する国以外には売れない。国家間の協定が

必要である。 
④ 政治的リスクは最大の要素である。 
・  新しい政権の国防政策がどう変わるか 
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  ・  予算上の問題 
  ・  機器・部品の供給停止 
  ・  予算のリスクを共有するのに十分な partner か 

⑤ 国際共同で注意を要する問題は、装備品の共同開発→生産→装備→運用・後方

支援というライフサイクルを通じて「どこまで部隊運用の主権を確保できる

か？」という問題である。この点で米国との共同は極めて重要であるが、部隊

運用主権を確保するために自国によるコントロールのレベルを上げるために多

大の努力をしている。その意味では欧州諸国との共同の方がよりやり易い。 
⑥ （今までの）経験からすると、多数国で役割・任務・能力の協議を始めるのは

時間がかかり、かつ、まとまりにくい。したがってまず 2 国間で始めるのが最

善である。そのあとで多数国に広げていけばいい。 
⑦ 国際共同の利・不利 

   ・  利点 
     ・先進技術装備品の取得による防衛能力の向上 
     ・インターオペラビリティの達成 
     ・開発コスト、生産コストの分担による負担経費の軽減 
     ・競争力の獲得 
     ・単独では達成できない合理的価格での所要数量の取得 
     ・新技術の獲得 
     ・将来研究開発のための要素技術の蓄積 
     ・特殊技術者の育成及び確保 
・  不利点 
     ・運用要求の差異の調整が複雑で困難 
     ・計画管理の困難性 

（２） まとめ 
欧州諸国は、防衛予算の縮減などから今後とも国際共同は不可欠であり、実務上は政治

的リスクを始めとして種々のリスクがあるものの EU 内での調達ルールの共通化、輸出管

理の緩和、秘密情報保全体制の確立など制度面を整え共同開発を促進していくものと思わ

れる。国際共同で装備品を取得するにあたり「どこまで部隊運用の主権を確保できるか」

が大きな課題。 

4.4.3.2 現状における日本の装備品取得及び防衛産業基盤についての欧州諸国の見方 

（１）訪問先欧州諸国（仏、英、スウェーデン）の政府機関及び防衛産業等との打合わせ

内容を纏めると次のとおり。 
① 日本の防衛経費の大半は、国内調達であり、総経費の約 10％だけが輸入に依存し

ているが、中でも、その大半は、米国からの輸入に依存している。とりわけ米国

との比較において、欧州からの輸入が非常に少ない。 
② 日本は責任ある国家である。良好な相互理解が重要。 
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③ （日本と）インセンシティブな情報を交換することは可能である。  
④ 日本は、軍用に特化されない技術を有する。例えば、ナノテクは非常に進歩して

いる。 

⑤ 外国企業を排除した国内企業のみによる市場の独占体制は非効率的であって、外

国企業も自由に参入させた多国間共同関係の確立が是非とも必要である。 
（２） まとめ 

日本の防衛装備品の調達が米国の輸入に偏っており、欧州からの輸入が少ない点に

不満をもっている。日本の技術力に関しては特にデュアルユース技術を高く評価。武

器輸出三原則の制約のため、国際共同プログラムへの参加ができないためのデメリッ

トを指摘している。 

4.4.3.3 今後の日本との防衛装備協力の在り方 

（１）訪問先欧州諸国（仏、英、スウェーデン）の政府機関及び防衛産業等との打合わせ

内容を纏めると次のとおり。 
① 秘情報に関する政府間協定がないため、防衛交流が極めて限定され、広がりや深

さがない。速やかな同協定の締結が望まれる。 
② 政府間の Security Master Document は 2009 年 1 月にサインが更新されたが、ま

だ民－民のレベルではない。顕著な進歩が起こりつつあると認識している。 
③ 主要な機器について日本の企業は大変良い協力者となれる。 
④ 日本の武器輸出三原則政策が緩和されれば、国際共同に関する対話は顕著に進展

するだろう。 
⑤ 国際共同の進化のプロセスは、下請契約⇒ライセンス生産⇒共同生産⇒共同開発

⇒企業合併⇒Local Citizen となる。日本は共同生産と共同開発の中間にあり、今

後、共同開発そしてその先へと進化させていきたい。 
⑥ 国際共同を進めるにあたっては、次の 3 つの要件を満たすことが不可欠である。

即ち、「政府間の協定」「情報保全体制についての合意」「武器輸出管理を実行する

組織的な体制」。 
（２） まとめ 

日本との国際共同には前向きであるが、そのためにはまず政府間の協定を締結し武器輸

出三原則を緩和し、情報保全体制を整備し、EU 諸国と同じレベルで国際共同のパートナー

となりうる態勢を整えることが必要となる。 

4.4.3.4 在り方達成のための今後の課題 

英、仏、独、伊、スペイン、スウェーデンの 6 カ国は産業改革の促進を図ることを目的

として 2001 年に LoI/FA を交わしている。この LoI/FA では①防衛装備品及び役務の支援保

証、②防衛装備品の輸出障害の除去、③情報保全、④研究開発及び技術の振興、⑤技術情

報の移転制約の緩和、⑥運用要求の調和の 6 項目が規定されている。日本が欧州諸国との
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防衛装備協力を推進していくためには同様の内容を、日本の実情を勘案しながら着実に整

備していくことが必要と思われる。
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第５章 わが国の防衛機器産業に対する影響 

5.1 国際共同開発への取り組みに見るわが国と欧米諸国との相違 

5.1.1 欧米諸国の国際共同開発への取り組み 

5.1.1.1 健全で競争力のある防衛産業基盤の維持についての共通の認識 

冷戦終結による防衛予算の削減、過剰となった生産能力の整理縮小と企業の統廃合等過

酷な経営環境にあって、欧米諸国の政府当局並びに防衛産業は、健全で競争力のある防衛

産業基盤の存在が国家存立の基盤であるとの強い認識を持って、政府は各種政策の提示や

企業の活動環境を整備し、そして企業は自らの生存と繁栄を賭けて難局を切り開いていっ

た。米国においては 1990 年代半ばに大規模な吸収合併により巨大防衛産業が誕生し、欧州

においては巨大米国企業に対抗する形で欧州域内での企業の吸収合併が進展するとともに、

ＥＵとしても活性化のための各種施策を実行に移していった。この結果、米国においては

企業の売却と吸収合併及び転業により少数の巨大企業に整理統合され、Capacity(生産規

模・容量)は削減されたが、国防省の要求に応えるのに必要な Capability は継承された。欧

州においては、欧州としての主体性あるいは夫々の国としての主権を確保できる体制をま

ず確立して、その後米国市場への参入を果たした。欧州防衛産業に特に顕著なのは、吸収

合併により企業のオーナーシップは外国人に移っても、その企業の施設及び設備そして技

術者を継承しているケースが殆どであることである。 
ここにみられるのは、健全で競争力のある防衛産業基盤の存在が国家存立の基盤である

という確固とした認識である。これは、装備品の国際共同開発による取得に当たっても常

にその根底にある認識である。 

5.1.1.2 国際共同開発による装備品取得がコストエフェクティブな解決策 

冷戦終結後、防衛予算の削減あるいは抑制状況が長く続く中、一方で先進装備品は高性

能・高度化し、多くのシステムからなるいわゆるシステム・オブ・システムズ化している。

このような装備品の研究開発は長期間を要するとともに莫大な予算を必要とする。しかも

このような装備品の一国の軍隊で取得する数量は限定され、数量効果による単価の低減も

期待できない。したがってこのようなシステムの開発・生産を一国で行うのは極めて不経

済かつ非効率であり、同様の要求を持つ同盟国或いは友好国との共同開発・生産・取得を

するのが現実的でコストエフェクティブな解決策であるというのが、欧米諸国の共通の認

識である。 

5.1.1.3 国際共同開発は先進技術獲得の手段 

先進技術は長期にわたる継続した研究開発の成果として得られるものであり、今日のよ

うに技術の進展速度が速く、また平準化の速度も速い中で技術優位を維持するためには、
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多大なリソース（予算、技術者、設備）を恒常的に投入し続けなければならず、このよう

なことができる企業は極めて少数であろう。 
また、外国からのライセンス生産あるいは完成品輸入のケースでは、近年、欧米先進国

はこれらに係る先進技術の開示を制約するもしくは、開示しない傾向を強めている。した

がって国際共同開発のケースでない限り、先進技術の開示は期待できないであろう。 
さらに、革新的な技術は、異種文化、異種技術との出会いで生まれることが多い。その

意味で国際共同開発は、異種文化、異種技術との接触の機会を提供するものであり、技術

革新にとっては好ましい環境となる。 

5.1.1.4 共同作戦能力の向上並びに同盟の強化 

国際共同開発は、同盟国または友好国間において作戦構想の協議から始まるプロセスを

経て得られた不足する能力に対する共通の要求を定義し、それを装備品の開発へと結実さ

せていくものである。したがって、共通の性能を有する装備品によるインターオペラビリ

ティの増進によって作戦の柔軟性が増し、また兵站支援能力も強化される。これらのこと

は同盟国間の相互理解並びに相互信頼性の向上につながり、結果として同盟の強化をもた

らす。 

5.1.1.5 ”Best Value for Money for the Taxpayer”という考え方 

今回訪問した各国の取得政策を見てみると、装備品の取得に当たっては、作戦構想の協

議に次いでまず運用要求を定義するプロセスから始め、次いで取得方法を選択するプロセ

スへと進むが、取得方法の選択においては、まず、定義された能力と現有能力とのギャッ

プは、装備品により埋めるのか、それとも戦略、戦術等の変更では埋められないのか、と

いう判断があり、そこで装備品により埋めるという判断がされた場合、①在庫品で対処で

きないか、②現有品の改修で対処できないか、そして③グローバル市場の在庫またはそれ

らの改修で対処できないか、と続き最後に④新規開発・生産によって取得する、というプ

ロセスを経て装備品の取得方法が決められる。この“新規開発・生産”には“国内市場”

等の条件が付されているわけではなく、グローバルな市場でのオープンな競争で取得する

という取得方法である。したがって先進装備品の新規取得においては、国際共同開発によ

る取得が常態となってくるであろう。 
このようなプロセスを経て取得される装備品の取得価格について、経費積算方式による

見積もりであるとか、あるいは市場価格等に基づく価格等の比較で取得方法を決定するの

ではなく、次による総合評価に基づいている。すなわち、①装備品の性能、②引き渡しの

適時性、③要求性能発揮に関するリスク、④性能持続性、⑤支援コスト、⑥その他特別な

要素、さらに場合によってはこれらの要求性能とのトレードオフも考慮されて決定される。

そしてこの取得価格が持つ意味は、単なる取得決定における意味を持つのみではなく、長

期的コンセプトによる取得単価、取得源の決定であり、これらすべてが与える影響を長期

的視野、横断的視点、個々のプロジェクトの意義等を組織的に考察するものである、とし
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ている。84 
ここに述べたような、取得方法の選定、取得源の決定、そして取得価格の決定のプロセ

スを通じて、その根底にある考え方が、”Best Value for Money for the Taxpayer”というこ

とである。これは、“税金で賄われる取得価格に相当する最良の価値”ということであろう。

わが国は国際共同開発ができないために、結果として納税者に高いツケを回しているとい

うことになるのではなかろうか。 

5.1.1.6  国際共同開発を推進するための各種施策 

これまで述べてきたのは国際共同開発のメリットを生かし助長するという側面であるが、

国際共同開発にはデメリットもあるため、欧米各国は、それらを排除し、或いは軽減し、

克服するための各種施策を実施するとともに、特に欧州においては、国際共同開発を推進

するため、機構の設立、あるいは多国間の協力に関する各種取り決め等が締結されている。 

（１）部隊運用の主権に関わる技術の選別と対策 

欧米各国とも自国の軍隊を運用する主権に関わる技術を選別し、それらの技術基盤・生

産基盤は国内に保持する施策をとっている。例えば、核抑止技術、高度な秘匿技術、テロ

対処技術、原子力潜水艦技術等であり、これらを国内に保持するための優遇策をとるとと

もに対外流出を防止する施策をとっている。また、外国技術を活用するものについては、

修理技術の移転を義務付けるとかライフタイムにわたる兵站支援を保証させる等の条件を

課す等の施策を実施している。 
また英国においては、戦略的影響力のある技術、例えば、①世界市場で極めて競争力の

高い技術、②高付加価値を創造できる技術、③民需品への転用可能性のある技術、これら

について強化育成策を実施している。 

（２）EUとしての防衛装備共同を推進するための環境整備 

ア．欧州防衛庁の創設 
本報告書の第 3 章 3.1(3)で述べたように、EU は EU 加盟国の防衛能力向上、協同研究の

促進、装備協力の促進及び欧州武器市場創設の促進を主たる目的として、2004 年 7 月 12
日に欧州防衛庁を設立した。 
欧州防衛庁は、その目的達成のために欧州防衛技術・産業基盤の強化発展のための指針

として「欧州防衛技術・産業基盤に関する戦略」を策定し、EU 加盟国間の防衛装備共同の

重要性を訴えるとともに、共同を推進するための基本的な考え方と戦略を示した。 
また、欧州防衛庁は、EU 加盟国間の防衛装備品・技術の取引を公正かつ円滑に行うため、

各国別の武器市場ではなく、EU としての開かれた共同の武器市場として「欧州防衛装備品

市場」の開設に向けて努力している。 
更に欧州防衛庁は、EU 加盟国間の武器輸出に関する行動規範を定めて、加盟国間の武器

                                                  
84 英国国防省防衛産業政策：Ministry of Defence Policy Paper, Paper no. 5, Defence Industrial Policy, p-13 
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輸出の迅速・円滑化並びに透明性の向上を図っている。これも EU 内の防衛装備共同を推

進させるものである。 
イ．欧州防衛技術・産業基盤に関する戦略の策定 
概要は第 3 章 3.1(3)で述べているので、ここでは防衛装備共同に関わる事項について抽出

説明する。 
この戦略は 2007 年 5 月に公表された後、同年 7 月の EU 国防相会議で承認され、翌年 1

月より発効した。この戦略のキーとなるコンセプトは、「今後、軍が必要とする装備品を提

供できる防衛技術・産業基盤は一国ベースでは維持できず、各国軍の運用要求を調整して

共用できる装備品を開発し維持していける能力を持った、EU として統合された防衛技術・

産業基盤を作り上げ維持していくことである」とし、「このような防衛技術・産業基盤は、

軍の要求に応えられる能力を有し、他より秀でた技術分野を持ち、競争性に優れたもので

なければならない」としている。この戦略が求めているものは、「EU 加盟国各軍の要求に

応えられる最先端の性能を有するあらゆる装備品を、EU 加盟国の総力を結集して開発・生

産・維持していく態勢を EU の中で自己完結的に整備する」ということである。 

（３）EUの防衛装備共同を推進するための計画、戦略等の策定 

ア．欧州防衛能力開発計画（Capability Development Plan） 
コソボ紛争で米軍との戦闘能力差が露呈したことに端を発し、そのギャップを埋めるた

めの防衛能力向上計画から発展させてきた、EU の防衛能力を整備するための計画であって、

2006 年に欧州防衛庁が定めた長期ビジョンに基づき定められている。EU 加盟国はこの計

画に基づき各国が分担する能力について責任を持って開発するよう求められている。その

意味でこの計画は、欧州の防衛装備共同を推進するための促進材（Enabler）であるという

ことができる。 
イ．欧州防衛装備協力戦略及び欧州防衛技術開発戦略の策定 
欧州防衛庁は、EU における防衛装備共同を促進するための戦略として、①『欧州防衛装

備協力戦略』（European Armaments Co-operation Strategy: EACS）を 2008 年 10 月に策

定し、更に②『欧州防衛技術開発戦略』（European Research & Technology Strategy: ERTS）
を 2008 年 11 月に策定し、EU における研究開発に関する各国の協力と開発の指針とした。

これは EU の防衛装備品研究開発のための各国の研究開発予算の増額を促し、開発すべき

キーテクノロジーとそのためのロードマップを示したものであり、国境を越えた各国の共

同により EU 加盟国全体の技術力の底上げを図ろうとするものである。 

（４）EUの防衛装備共同に関わる規範の設定 

ア．EU の防衛調達に関する規範 
欧州防衛庁は、世界の他の武器市場と競争し得る公正で開かれた健全な欧州防衛装備品

市場の創設、発展を期して、『防衛装備品の調達に関する規範』（The Code of Conduct on 
Defence Procurement）を定めた（2005 年 11 月）。これは、競争に参加する企業の公平な
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取り扱い、仕様の標準化、落札基準の透明性の確保、及び要求に基づく競争結果の開示等

を定めている。 
イ．EU の武器輸出に関する規範 
武器の移転はあくまでも EU 加盟各国の主権に関することであって法的な強制力を持つ

ものではないが、武器の移転に当たって加盟各国が守るべき最低限の共通の基準とその運

用を『武器輸出に関する EU の行動規範』（EU Code of Conduct on Arms Exports）として

定めた（1998 年 6 月）。 

（５）欧州の防衛装備協力を推進するための枠組みの設定 

ア．防衛装備共同協力機構（OCCAR） 
第 3 章 3.1(3)エで述べたように OCCAR は、1996 年に英、仏、独、伊の 4 カ国により、

①運用要求の調和、②調達プロセスの共通化、③調達時間の短縮、④競争手順の簡素化、

を目的として設立されたが、2001 年にこれら 4 カ国はこの協定を批准し OCCAR が法的な

ステータスを得て正式に設立の運びとなった。現在では設立のメンバー国に加え、ベルギ

ー及びスペインが加入して 6 カ国で構成する機構となっているが、さらにメンバー以外の

国でも OCCAR で実施しているプロジェクトに加入、あるいはプロジェクトを持ちこんで

協同実施国を募ることもできる機構である。スウェーデン、フィンランド、ルクセンブル

グ、オランダ、ポーランド及びトルコは加盟国ではないが OCCAR が管理するプログラム

に参加している。 
現在OCCARで管理している共同開発・生産プログラム及び参加国の状況は次のとおり。 
① HOT-MILAN：対戦車ミサイル（英国、オランダ） 
② ROLAND：短距離地対空ミサイル（フランス、ドイツ） 
③ COBRA：戦場用レーダー（フランス、ドイツ、英国） 
④ FSAF：地対空将来ミサイル（フランス、イタリア） 
⑤ PAAMS：地対空将来ミサイル（フランス、イタリア、英国） 
⑥ TIGER：多目的ヘリコプター（フランス、ドイツ） 
⑦ BOXER：多用途装甲車両（ドイツ、オランダ） 
⑧ A400M：戦略・戦術空輸機（ドイツ、フランス、スペイン、英国、トルコ、 

ベルギー、ルクセンブルグ） 
⑨ FREEM：多目的フリゲート艦（フランス、イタリア） 
⑩ ESSOR：ソフトウエア無線（英国、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、 

ベルギー） 
イ．Letter of Intent/Framework Agreement（LOI/FA） 
LOI/FA は第 3 章 3.1 で述べたように、冷戦後における米国の航空宇宙産業を中心とする

業界再編成の大きなうねりと、その結果生じた巨大防衛産業の誕生を目の当たりにし、か

つ 1990 年代半ば以降の欧州における防衛産業の再編成の機運の高まりの中から、欧州の主

要な武器生産国が域内防衛産業の再編成を促進するために取り交わした取り決めである。 
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1998 年に英国、フランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、イタリアの 6 カ国国防相

が合意して各国が行動に取り掛かったが、2000 年に”Framework Agreement”（枠組み覚書）

として 6 カ国の政府が署名した。その後、2001 年にイタリアを除く 5 カ国がこの覚書を批

准した。 
この覚書で合意した 6 つの分野の活動（①提供の保証、②輸出手順、③情報保全、④技

術・研究開発、⑤技術情報の取り扱い、⑥軍事要求の調和）は、いずれも欧州域内の防衛

事業を共同して推進することを意図するものである。その第 1 番目の「提供の保証」を達

成するための細部実施事項として、①欧州防衛産業の吸収合併による防衛産業の再編成の

促進、②LOI署名国並びに同防衛産業の利益のために防衛装備品市場のオープン化の促進、

③キーとなる戦略的な行動の維持または再構築のための手順の確立、④LOI 署名国の要求

を満足させる装備品の開発・生産の拡大化、加速化、優先順位の設定等の促進、⑤その他

提供の保証のための協議手順の確立、を挙げている。 
この LOI/FA は、これらの諸活動を通じて LOI/FA 署名国が欧州防衛産業界全体の活性化

のための牽引役としての役割を果たそうとしたものである。 

5.1.1.7 武器輸出についての長い歴史と国民の理解 

 国際共同開発は、二国間又は多国間で武器を共同で開発、生産することであるので、

政府間のアグリーメントに基づき、開発する武器に関わる製造図面、部品、構成品、サブ

システムあるいはシステム等の国境を越えた移転を伴うものであって、武器輸出のカテゴ

リーに含まれるものである。これには当然のことながら、グローバル化した企業における

外国に展開する自企業の子会社または親会社との間の物件の移転も含まれる。今日におけ

る武器輸出の目的と形態は色々あるが、国際共同開発は、同盟国や友好国との安全保障政

策のすり合わせや共通点の抽出からスタートし、防衛力整備のための共通の能力に対する

要求が定義されて国際共同開発へと結実するものであって、これは武器輸出の今日的な意

義の重要な一翼を形成している。 
米国並びに欧州主要先進国は、武器輸出の長い歴史を有するとともに、これら諸国の武

器輸出の合計は世界における武器輸出の 8 割近くに達する武器輸出大国である。武器輸出

に対する考え方は世界の戦争の歴史とともに変遷してきたが、冷戦終結後の脅威の多様化、

予測困難で不透明な国際社会にあって、武器輸出管理の対象と方法は複雑化してきており、

そのような中で国際機関等による武器輸出管理体制の整備が進み、国際機関等による各種

の輸出規制、監視体制が整備されてきている。欧米諸国は、夫々の長い武器輸出の歴史に

基づく経験及び国情に応じて整備されてきた武器輸出管理体制を、新たな国際システムと

枠組み及び安全保障環境の変化に応じて整合性を持たせて整備し直し、現在の体制を作り

上げている。このような新たな安全保障環境と国内の政治経済社会情勢の下で厳格に管理

されて行われる武器輸出について、欧米諸国においては多くの国民の理解と支持が得られ

ている。すなわち、今日における武器輸出は、厳格適正な管理のもとに行われれば国際社

会の安全保障の増進に寄与するものであるということ、防衛力整備のための装備品を同盟
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国または友好国との国際共同によって取得することが最もコストエフェクティブであると

いうこと、そしてそれらの結果、健全で競争力のある防衛生産技術基盤を国内に維持する

ことができそのことが国家の主権維持にとって不可欠であるということについて国民の理

解と支持が得られているということである。 

5.1.2 わが国の国際共同開発への取り組み 

わが国は国際共同開発参加に積極的ではない。 

なぜ、そのようなことになっているのかを分析してみる。 

第一に、武器輸出三原則等により武器に該当するものは一部の例外を除いて禁輸状態に

なっていることである。共同開発に参加して武器システムを開発しても武器輸出はできず

共同生産につながらないという漠然とした制約を官民とも共有していると思われる。 

官側としては武器輸出三原則の制約があるため開発が終了し、量産段階になったときに

海外輸出に対する約束を民側にできず、積極的に国際共同開発を推進することができない。 

一方、民側は推進しようとしても政府認可に非常に時間がかかり、ほとんどの場合許可

されないか、あるいは据え置きとなり結論が出ない。そのような事例の積み重ねもあり、

また民主導で進めるとマスコミからの批判を受ける恐れもあり、積極的になれない。さら

に量産になった時の輸出への展望も開けず、結果として尻込みしてしまうことになる。 

 

結局、国家として武器輸出を含め共同開発を推進していない、ということである。 

実際に行われているプログラムの例を見ると F-2 日米共同開発、BMD 日米共同開発など、

どれをとっても日本側から提案したものではなく、米国の要請に応じて実行された、ある

いは実行されているのである。 

さらに言えば F-2 日米共同開発については、F-2 戦闘機を採用するのは日本のみであり、

また開発費は全て日本側負担であり、本格的な国際共同開発とはいい難い。 

別の例を上げると中 SAM 開発においては、米国から Corps SAM(現 Medium Extended Air 

Defense System :MEADS)の共同開発を申し入れられたが、日本として結局は断り、国内開発

になったという経緯もある。 

第二点として強いて上げれば、わが国の防衛産業の特徴として技術導入には慣れている

が、技術提供については経験がないことも、もう一つの事実である。戦後、わが国は最新

兵器の技術導入、国内開発・生産を行ってきたのである。 

戦闘機を例に取ると F-86F によりジェット戦闘機の導入、F-104 により超音速ジェット戦

闘機の導入、その後、F-4、F-15 戦闘機 と続くわけである。この間、国内では亜音速ジェ

ット練習機 T-1 の開発、超音速ジェット練習機 T-2 の開発が行われてきたが、これを他国に

供与、販売したことはなかった。また、ミサイル、戦車、護衛艦、潜水艦、魚雷など各種

防衛装備品を開発、量産してきたが、輸出しようという機運すらなかった。 

よって、防衛企業、防衛産業関係者には海外輸出関する経験者が皆無であり、国際共同

開発、生産についても非常に少ないのが現在の状況である。 
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日本企業として海外への技術供与、輸出、海外生産ができないということではなく、民

間事業では自動車、テレビ、エアコン、家電製品など大きな実績を持っている。しかし、

防衛産業は武器輸出三原則、実際には武器輸出禁止一原則であるが、による縛りのため自

由な発想ができず、内向き思考、つまり思考停止状態になっているのである。 
欧米諸国は 4.3 節で述べたように国の施策として武器輸出を行い、国際共同開発に参加し

ている。もちろん、無制限に輸出したり、参画しているわけではなく、その国の国益と国

際基準に照らし、必要性を判断しているわけである。 
このようにわが国は武器輸出を禁止し、国際共同開発に参加することが困難な状況にな

っているが、これは一種の「鎖国」状態ということもできる。従来通りに「鎖国」継続す

るということは国内開発、ライセンス国産または完成品導入のみに限定するという考え方

である。 
国内開発の場合は日本の国情に沿った装備品を開発することができるが、他国の実戦経

験を反映することはできない。どうしても技術至上主義になり、現場（運用者）の要求の

反映がおろそかになるのではないかと危惧される。 
ライセンス国産というのは「製造ライセンス」であるので製造のノウハウは提供される

が、開発技術、設計技術が提供されるわけではない。また、今までの事例からすると技術

開示範囲に制約があり、肝心なところは教えてもらえないことも多い。よって日本独自の

要求への対応に限界がある。 
完成機導入の場合は装備品そのものとそれを運用するための運用方法と整備方法の提供

であり、日本の技術力向上、国内の防衛産業の作業量確保には寄与しない。そもそも国内

における技術力向上、作業量確保を目指していないのである。 
日本の技術力向上、すなわち世界の最先端技術にアクセスするためには、ライセンス生

産だけでは十分でなく、国際共同開発へ積極的に参加していく必要がある。従来通りの「鎖

国」を継続すると最先端の技術から取り残されることになる。国際共同開発に参加して得

られた技術は単に防衛関連のみではなく、他の産業への波及も期待することができる。 
しかしながら、ここで注意しておかなければならないのは国際共同開発に参加したから

といって自動的に最先端技術が入ってくるわけではないのである。プログラム開始前にお

ける国家間の交渉、費用分担の額、提供できる技術内容などによって決まっていくもので

ある。また、開発の進捗とともに内容も変わっていくことが想定されるため、不断の交渉

が必要になってくる。 

5.2 国際共同開発がわが国の防衛機器産業に及ぼす影響 

次に国際共同開発に参加した場合、わが国の防衛産業にどのような影響が出てくるかを

考察してみたい。 
自国だけで開発を行うことに比べ国際共同開発を行うことはプログラムを複雑にし、多

岐にわたる国家間の調整が必要になる。それだけの手間をかけても実施するためには多国

参加で開発することにより｢ベストバリュー｣を確保できるかどうかが、一つの指標となる。
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つまり費やすコストに見合う、あるいはそれ以上の価値を入手できるかの判断である。十

分な価値を入手できなければ国際共同開発に敢えて参加していく意欲がわかないであろう。 
入手できる｢価値｣はどのような尺度で評価すべきか。それらは最新性能であり、費用対

効果であり、自国の技術力であり、国際安全保障関係であろう。国際安全保障関係とは国

際共同事業に参加することにより自国の安全保障が高まることと考える。同盟国間で共同

開発を行うと、同盟関係がさらに強固になることが期待できる。さらに自国の国益だけで

はなく、グローバルな国際社会の中での国としてどのような位置づけを占めるのかという

ことも重要なファクターである。 
 
国際共同開発に参加すると技術者同士の会議、技術者派遣を通した交流、国際的に受け

入れられる価格、他国より優れた性能など国内だけの場合には想定しない要求が出てくる。

それに対応していくことにより、国際競争力が増し、技術力の向上、価格の低減も期待で

きる。 
 
情報管理については、その保全体制について他の参加国並みの基準を要求されることに

なる。従来、わが国においては日米安全保障条約に基づき情報保全体制を構築してきた。

しかしながら国として秘密保護法がないので現状のまま多国間の国際共同開発に参加して

いくことができるかどうかは、相手国との協議の上決めていく必要がある。 
保全体制については国として方針を決め、その後、民間企業に必要な処置を要請するこ

とになる。現段階では GSOMIA 締結後も特に関連法律等の改正の動きはなく国際共同開発

プログラムへの具体的な参加の計画が持ち上がったときに検討されるものと考えている。 
国際共同開発に参加することがわが国にとって具体的にどのような影響を及ぼすかにつ

いて以下の節において「好ましい影響」、「好ましくない影響」に分け検討する。 

5.2.1 好ましい影響 

国際共同開発に参加することにより、得られるメリットを上げてみる。 
・ 最先端技術へのアクセスが可能になる 
・ 技術者レベルでの国際交流により、最先端の技術情報が入手しやすくなる。 
同盟国、友好国が参加して開発することになるので、各国持ち寄りの最先技術を共有す

ることができ、わが国技術者にとっても大きな刺激となる。成果物としての技術情報は当

然のこととして、それ以外に技術者間交流による技術情報の入手が可能になる。それは当

然のことながら、守秘義務、技術開示範囲の制限はあるが、技術者同士の直接交流による

最新技術への示唆は効果的と考えられる。 
・ 国際競争にさらされるため国内技術の向上につながる。 
国際チームの中で活動することは各国からの評価にさらされることになり国内技術の向

上が必須である。国内に技術基盤、あるいは優れた技術がなければ他国から評価されるこ

ともなくなり、わが国の存在価値を国際社会の中で示すことは難しくなる。 
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・ 研究開発費を投入する必然性が明確になる。 
前述したような国際競争を意識し、国内研究開発費を投入すべき理由が明確になり、｢研

究投資→開発→製造→国際評価｣のよいサイクルが形成されることが期待される。 

5.2.2 好ましくない影響 

一方、デメリットも考えられる。 
・ システム全体を見ることができない恐れ 
システム取りまとめ国にならないと全ての情報にアクセスことができず、国際共同開発

の参加することの意義が半減する。一つの方法として初期段階から開発チームに参加しチ

ーム員として設計に携わる方法があるが、それでもキーとなるところへのアクセスについ

ては限界があるものと思われる。Joint Strike Fighter F-35:JSF 国際共同開発の例では英国ほか

の参加国は米国からの技術情報開示の少なさに困惑し、一部の国は量産段階への不参加と

の情報もある。また、プログラム自体も遅れており、それに対応するために各国とも開発

費の増大、導入時期に変更などを強いられることになる。 
・ 国際的な部品屋、ベンダーになる恐れ 
参加の形態によっては単なる構成品、部品の製造メーカとして期待されるケースもあり

得る。その場合、国際的なベンダー会社としての役割となり、担当するところ以外の仕事

はなく、防衛産業全体の技術力、作業量の底上げにならない。むしろ国内的には予算が国

際共同開発のほうへ流れてしまい、費用面からも新規防衛装備品の国内独自開発の機会を

失うことにもなりかねない。
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第６章 わが国の対応 

6.1 一貫性のある防衛産業政策等体系の確立 

国家は国民に安全、安心を提供する義務がある。言い換えると国家の責務は社会保障と

安全保障である。それが具体的には何であるかを考えてみると食料、住居、教育、社会の

安全、自由の保障、財産の保全など多岐にわたり、それを提供するためのインフラの整備、

エネルギーの確保など非常に幅広く簡単には列挙しきれない。国民の安全を保障するため

には国家として独立を保ち、存続していく必要がある。その中に国益という概念が出てく

る。国益の定義はその時代、その国の価値観、体制、政策立案者などにより大きく異なっ

てくると思われ普遍的定義は明確ではない。国の安全保障政策は基本的にこの国家価値、

すなわち国益を守るために正当なものと認められる。そして国の安全保障とは相手がある

ことにより想起する相対的な問題であると考えられる。 
また、民主主義の国では国家間同士の外交上の問題だけでなく国民世論の動向も考慮し

なければならない。 
国家の安全を保障するためには、軍事力、経済力、技術力といった基本的な国力を基盤

にしなければならない。国家の存立が第一ではあるが、国際社会の中で存在することが前

提であり、そのためには国際法の遵守を考えなければならない。そのためには国際的な情

報収集能力も不可欠であると考えられる。 

6.2 整合性のとれた多様な政策・戦略の確立と実行 

防衛産業は国の政策に応じて国のために防衛装備品を開発・生産していくのが目的であ

り、そのために国としての具体的な政策・戦略が求められる。 
以下、個別項目を検討する。 

6.2.1 武器輸出管理政策 

武器の輸出管理は国際基準にのっとり行っていくべきである。ワッセナーアレンジメン

トを遵守し国内の規準を時代に応じて随時見直していくべきである。 
軍事技術と民生技術の境界が不明瞭となっている現在、安易に民間技術が他に転用され

ないような政策を明確にすべきである。民間技術が他国によって軍事転用され、逆にわが

国への脅威にならないような輸出管理政策を推進すべきである。 
現在は、デュアルユーステクノロジー（軍民共用品）は武器とはみなされないため、武

器として使用されていても民需で販売実績のある貨物は武器とはみなされない。軍事転用

可能な高度技術品はいわゆるリスト規制品として経済産業省の許可取得が必要となるが、

低スペック品（キャッチオール規制）では通常兵器用途の場合、国連武器禁輸国（北朝鮮、

コンゴ、スーダン、アフガニスタン等）以外は輸出許可が不要となっているので、実際わ

が国の民生技術は兵器生産の設備としてあるいは武器の構成部品として世界中で使用され 
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ているのが実態である。 
武器として専用設計されたものだけを現在の武器輸出三原則は禁輸とすることとしてい

るが、そういった心配よりも実質的な意味で目を向けなければならない分野があることに

着目すべきである。民生用から軍向けにするときボルトの位置が変わっただけで武器とさ

れ輸出できないのが現在の運用である。そのため、武器なのに武器でないような仕様、つ

まり民生品と同じ仕様とするのが現在の唯一の輸出許可を得る方法となっている。 
望ましいのは、武器は堂々と武器として扱い、その貨物・技術の中身と最終需要者・用

途からわが国にとってそれを輸出すべきかどうかを国益あるいは国際的安全保障への貢献

の観点から判断すべきなのである。個々に事例に沿って現実的に判断する、という当たり

前のことを行うということであり、通常の国家がやっていることで解決可能な問題なので

ある。 

6.2.2 防衛装備品取得戦略 

国の安全保障のための防衛装備品は自前で調達するのが第一優先とすべきであり、すべ

て自国で調達できない場合に輸入、ライセンス国産、共同開発を考えるべきものである。 

国家としてどのような取得方針で行くのかを国の政策として出していくべきである。防

衛産業はその国家戦略に応じて基盤の整備、人員の確保などを行うことができる。 

限られた予算の中ですべてをフルセットで国産するというのは現実的でなく、わが国と

して国内に維持すべき重点技術、重要な装備を明らかにし、それ以外は思い切って同盟国

に依存するという明確な選択と集中の戦略が求められる。嘗てのような基盤的防衛力整備

構想のようなあらゆる装備を一通りそろえたい、というような総花的なものでない、的を

絞った国産化計画が求められている。 

6.2.3 研究開発及び技術戦略 

防衛装備品の自国調達のためには自国による研究開発を行っていかなければならない。

それは時代の推移とともに日々発展していくものであり、そのための国家としての防衛技

術戦略が求められる。 

その結果として国際共同開発に参加する場合には独自技術による競争力の効果が期待で

きる。 

防衛技術といっても、元となる科学技術は民生用のものと共通である。最先端の科学技

術を防衛装備品で適用可能なところまで橋渡しする役割を米国では Defense Advanced 

Research Projects Agency :DARPA が担っているが、わが国でも限られた研究開発予算を有効

に投資し DARPA のように高度民生技術をうまく防衛に応用していくという観点が必要と

なってくる。 

残念ながら世界をリードしているわが国の優良企業はどちらかというと防衛事業からは

距離を置こうとしているように見える。わが国の最先端の技術力を国家の安全保障に活か

さないのは、国益を損なっており、多くの企業を傘下させるには防衛産業の魅力向上が必
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須であり、現在の不平等で民側に過大な負担を強いる契約方式などは見直して、誰もが参

入を希望するような防衛産業とすることが必要なのである。 

6.2.4 防衛機器産業戦略 

わが国には軍事工廠がないので防衛システム、防衛装備品の運用・維持に当たって防衛

機器産業による支援は不可欠である。その認識の下、国家として防衛機器産業をどのよう

に維持・育成していくかの戦略が求められる。 

6.2.5 秘密保全体制の整備 

GSOMIA 締結に見合う関連法律改正を行い、防衛産業への支持を明確にすべきである。 
ただし、これが防衛産業の規制強化につながり、上述の防衛産業の魅力向上に逆行する

ものであってはならない。こうした体制づくりにはそれなりのコストがかかるものである

ので、産業に過度の負担を与えるのでなく、応分の負担を国が行うことが必要である。 

6.2.6 予算制度の見直し 

他国の例も参考にし、単年度主義のみでない柔軟な予算制度を設定すべきである。現在

は当年度契約する金額のほとんどは当年度の歳出予算でなく翌年以降の歳出化経費（過去

の契約により当年度支払うべき金額）によってまかなわれる。費消しなかった年度予算を

翌年に繰り越して翌年の歳出化経費に充当できるような柔軟な予算制度により、現在の企

業に契約方式の改善が期待される。 

また、いたずらに競争入札を追及することにより、結果として技術力の低下、競争力の

低下になっていることを否めない。そのようなことのない様に公正な評価方法を明確にす

べきである。防衛装備品については実質的に国内で開発・生産可能なメーカはせいぜい品

目ごとに１～２社しかないのであって、そういった事実を無視した競争入札化は官民とも

に得るところがないことに気づくべきである。 

6.3 防衛機器産業に求められる対応 

6.3.1 認識 

ここまで検討してきたように防衛装備品の売り先を国内のみ、つまり防衛省･自衛隊のみ

に限定し、このまま国内要求への対応のみに制限してよいのだろうか。すなわち、「技術鎖

国」状態を継続することでよいのか、ということである。現代の国際社会はグローバルな

テクノロジーイノベーションの時代となっている。その中で自らの手足を縛り、世界の最

先端技術に遅れていくことは最早許されないのではないか。 

世界は日々発展し、先進諸国はさらに先に行き、発展途上国は着々と追い上げてきてい

る。このような状況下において日本は先進国の仲間入りをしており、今までのような追従

する立場を越え、世界の技術を牽引していく立場になっているのである。そのような立場

において「武器は除く」、といったところで現実的ではない。一方、技術の世界では軍用、

民用の技術の境界が不明確となっている。実際に軍用、民用の技術は相互に依存し成り立
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っている。わが国のみが武器輸出三原則等で自らを縛り、結果として、わが国の国益を損

なっているが、同時に国際的な貢献もできない状況を作っていることになっている。 

技術に善悪があるわけではなく、いかに使うべきかを国として政治が決めていくべきも

のである。それは単に自国の国益だけではない、国際社会における責務としてどのように

参画し、貢献していけるかの観点で判断すべきものである。 

6.3.2 政策・制度 

そもそも防衛産業は国家の要請に応じて自国のために開発・生産を行うことで成り立っ

ているものであり、世界中に武器を売りさばくことを生業としていない。国として長期的

な防衛産業育成政策としての防衛産業政策が設定され、その中に海外との共同開発を位置

づけられるべきものである。 

「国際競争力がないので武器輸出はすべきではない。しかし、国際共同開発には参加す

べき。」との意見もあるが、国際競争力の有無は企業に任せればよいものであり、政府は輸

出先の適否を厳格に判断し、共同開発も含めた武器輸出、武器技術輸出管理をすべきもの

である。それにはワッセナーアレンジメントなどグローバルスタンダードに照らし合わせ、

さらに国益の観点を考えて武器輸出、武器技術輸出を許可、奨励しながらも国際共同開発

を推進すべきである。当然、先端技術確保の観点を見落としてはならない。 

国内で独自技術として育成すべき技術、他国に依存してもよい技術、他国へ提供しても

よい技術などを峻別し、包括的防衛産業政策の中で長期的技術戦略を展開すべきである。 

単に、一部の構成品を担当しても装備品の効果的な運用ノウハウは得られないので、シ

ステムインテグレーション能力の確保のための取り組み戦略が必要である。つまり、国防

に役立つ能力は何か、そのためにどのような形で参画すべきか、との観点で決定していく

べきである。 

装備品の研究開発費の水準を改善し、先端防衛装備品の自前技術の基盤を強化すること

が、国際共同開発への参画効果を引き出すためにも必要となる。その政策、制度の中で民

間企業は積極的に行動することが可能になる。 

 

ここで国際共同開発を含め、わが国が武器技術・貨物の輸出を検討するべき典型的ケー

スとして以下の４分類を提言したい。 
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ケース１は政府間で MOU を締結する通常の国際共同開発である。 

ケース２は将来の装備化のために先行的に民間ベースで要素技術研究を行う場合、ケー

ス３は外国政府プログラムに企業が民間ベースで参画するケースである。 

ケース２もケース３も広い意味での国際共同開発と言え、外国に供与する貨物・技術の

中身と相手国・用途から総合的に判断して輸出許可をするべきものといえる。ケース４は

もともと外国の技術をライセンス供与して防衛省向けに生産していた装備品をライセンサ

ーに逆輸出するケースで、当該国ではすでに生産を終了していて量産中のわが国から調達

することで安価に装備品を取得することができるものである。 

以上の４分類を典型的なケースとして認識し、「個々に妥当性を判断」することで一貫し

た輸出可否判断が可能になると思われる。 

6.3.3 対応 

防衛産業政策が明確になり、国家としての目標が明示され必要な予算が確保されれば、

民間企業としては最先端技術の開発を目指し、人員、設備などを投入し、開発を推進して

いくことが可能になる。このような政策が明確になり、政策に応じた制度を確立していけ

ば、民間企業としては国家安全保障の一翼を担っているとの認識で研究開発を推進してい

くことが可能となる。 

これまで見てきたように、現在主流となっている国際共同開発に参加することが即ち参

加国の防衛技術力向上につながるわけではない。開発経費の高騰や仕様をめぐる各国との

調整など解決すべき問題も多い。国際共同開発がベストのやり方とはとても言えず、個々

に参画是非を判断するしかないのであるが、少なくとも開発に参加すれば、優先的にその

装備を調達することはできる。したがって現在硬直化している武器輸出三原則を見直して
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国際共同開発に参加できる道は開いておくべきである。 

繰り返しになるが国際共同開発により最先端技術にアクセスし、開発を通じて自国の技

術力を向上させることができるかどうかは、あくまでその時点の各国の技術レベルに依存

するのである。結局、それまでの地道な独自研究開発の積み重ねによる防衛技術・生産基

盤の確立が前提とならざるを得ないのであって、共同開発参加はそれを前提にしたステッ

プアップに過ぎない。 

昨今、最先端技術の流出制限により、米国から最新鋭の装備を輸入することが難しくな

っている。また例え最新装備を輸入しても核となる技術はその開発した国が押さえており、

運用支援は外国に頼らざるを得なくなり、またスペック的にもダウングレードされた装備

を渡される可能性が高い。つきつめて言えば、「国の防衛力とはその国の技術力そのもので

ある」と言っても過言でないのであり、「技術あってこその抑止力」である。そして日本で

はその技術力の多くを民間企業が担っている。 

 

企業自身の努力による技術力強化と国による一貫した方針による防衛技術・生産基盤の

維持・発展を前提にした国際共同開発への参加は、正にわが国防衛産業政策の中核として

位置づけられるべきものと言えよう。 
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結  言 

欧米先進国は、第 3 章で挙げたように第一線の戦闘機、輸送機、ミサイルシステム、衛

星測位システム、戦術データリンク・システム等先進的な装備品の殆どすべてを、多数国

の共同により開発・生産し取得する方法を選んでいる。制約された予算で限られた数量の

高価な高性能装備品を、独力で開発・生産し部隊に装備し維持していくことは、極めて非

効率的であるとともに、タイムリーに所要性能の装備品を妥当な価格で取得することは、

極めて困難であるということが最大の理由である。これらの国々は、そのような方式によ

る装備品の取得を可能にさせている基本的な要件を備えているとともに、国際共同開発に

よるデメリットを克服する或いは補填する施策を実施している。基本的な要件とは、まず

大前提として、基本的な国家思想、国家政策が共通していること、即ち、自由、人権尊重、

民主主義という共通の価値観を有し、その価値を達成するための共通の国家政策を有して

いることである。その上で、第 1 に、健全で競争力のある防衛産業基盤の維持が国家存立

の基盤であるということが国民に広く認識されていること、そして第 2 に、国民の税金で

ある防衛予算の執行に当たってあらゆる取得手段を選択肢として網羅し、“価格に相当する

最良の価値が得られるものを取得する”という考え方を貫いていること、そして第 3 に、

武器輸出は厳格適正な管理の下に行えば国際社会の安全保障の増進に寄与するものである

という武器輸出に対する国民の幅広い理解と支持が得られていることである。欧米諸国に

は国際共同開発を受け入れるこのような基本的な要件が備わっていて、その上で、国際共

同開発が持っているデメリットを克服するための各種施策を実行している。国際共同のデ

メリットで各国が最も重視しているのは、対外依存をしながらいかにして主権を維持する

かという問題である。このため各国は自国内における防衛生産・技術能力を詳細に把握し、

国家防衛上の主権に関わる装備品の技術・生産能力を選別してこれの育成策を取っている。

また 2 国間或いは多国間の共同を容易にするための枠組みを作っている。それらは、要求

事項の調整機関の設置、武器輸出入の簡素化、情報保全体制の標準化等の施策である。こ

のような下で欧米諸国は、先進的な装備品のほとんどを国際共同によって開発し取得して

いる。 
 
一方わが国は、武器輸出三原則等政策の下で防衛機器産業は自衛隊のみを顧客とし、限

られた数量の高性能な装備品を限られた予算で開発・生産して自衛隊の要求に応えてきた。 
しかしながら、近年における防衛装備品の開発を取り巻く環境は著しく変化してきてお

り、従来のような装備品の開発・生産・取得のやり方では防衛上の要求に応えられる装備

品の提供は最早できないのではないかと思われる。即ち、まず、脅威の多様化及び拡散そ

して予測困難性等国際社会の安全保障環境の変化とそれへの対応、そして著しい技術革新

とそれによる装備品の高度化と高コスト化は益々進展していること、さらに、企業の製造

拠点、企業所有権あるいは武器市場の開放等国際社会における防衛機器産業界のグローバ
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ル化の進展に伴い、技術・装備品等の流通がグローバル化していること等である。また、

大量破壊兵器や通常兵器の拡散に伴い武器輸出管理体制の強化が国際的な枠組みの中で進

められているとともにこれと関連して情報保全体制の強化・標準化が進んでいる。一方で

わが国の防衛予算の漸減傾向は今後とも続くものと思われる。 
このような状況の中で、わが国の外国企業との技術・装備品の相互交流を禁止した現状

の閉鎖された防衛生産・技術環境が今後とも継続されるのであれば、わが国は外国の先進

技術の導入はほとんど期待できないため高性能装備品を自力で開発し生産しなければなら

ず、先進技術の開発に長い時間と多大なコストがかかることを考えれば、このような開発・

生産は極めて非効率的であり、コスト・エフェクティブではない。現代の国際社会はグロ

ーバルなテクノロジー・イノベーションの時代となっており、現状の技術鎖国状態を続け

て世界の最先端技術から取り残されて行くことはもはや許されない。そのような事態の招

来は、わが国の防衛生産・技術基盤の弱体化や先進技術から取り残される状態をもたらし、

その結果、わが国の防衛力に重大な欠陥を生じさせることになるであろうし、あるいは国

際的な価格とはかけ離れた高価な買い物を余儀なくされ、そのツケを納税者に回すことを

意味しよう。 
 
今後わが国はどうすべきであろうか？ 
冷戦終結後、欧州諸国が防衛装備品を多国間で共同開発し取得する政策へと方向転換し

たように、わが国も国際共同開発による装備品取得を可能とする政策へと変換すべきであ

る。そのためにわが国がとるべき対策については、「第 6 章わが国の対応」で色々と記述し

てきたが、次の諸点を改めて強調しておきたい。まず第 1 点として、国は、防衛産業政策・

戦略を防衛政策・戦略、科学技術戦略等とともに国益追求のための安全保障政策の中に明

確に位置付けて、防衛生産・技術基盤に期待する能力並びに維持強化指針等を定めて公表

するべきである。第 2 点目は、国は、国際規範に則って厳格に管理された武器輸出は、国

際社会の平和と安全の増進に寄与するものであるという基本的な認識の下に、現行武器輸

出三原則等政策の抜本的見直しを行い、国際安全保障環境の現状、武器技術の現状、武器

輸出管理及び大量破壊兵器等の拡散防止の国際取り決め等に合わせた新しい武器輸出管理

体制を整備すべきである。併せてこのような政策転換を国民に広く理解してもらうため、

多方面にわたる努力をする必要がある。第 3 点目は、防衛省は防衛戦略並びに防衛産業政

策との整合性のとれた装備品の取得戦略を策定し、公表すべきである。こうすることによ

って国際共同開発の正当性並びに国際共同に当たっての戦略協議の根拠を与えることがで

きる。第 4 点目は、国際共同開発の前提となる国際的な標準に準拠した情報の保全体制を

整備することである。第 5 点目は、防衛産業に対して、国の防衛産業政策と相まって自ら

の技術力の向上を図り、オープンな市場となった時の競争に勝てるだけの技術力を確保し

ておく必要があるということである。 
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冷戦終結による安全保障環境の劇的な変化及び IT を中心とする急速な技術革新に伴い、

欧米諸国は明確な政策の下に防衛体制の変革そして防衛力提供の基盤である防衛産業の変

革に着手し今日に至っている。産業及び経済並びに金融がグローバル化し国際的な相互依

存が強まる中で、安全保障においても国際的な共同対処が求められる時代となっている。

このような中でわが国は、制約された防衛予算で効果的な防衛力を効率的に整備してわが

国の防衛に万全を期するとともに、国際社会の安全の増進に寄与するよう可能な国際協同

対処行動に参加していくべきであろう。このためには健全で競争力のある防衛生産・技術

基盤を国内に維持し育成していく必要があり、そのための重要な手段の一つとして、国際

共同プロジェクトへの参加により先進装備品並びに先進技術を取得することができるよう

政策転換することが強く望まれる。 
防衛の成否を左右する重要な要素の一つは、装備品の技術優位である。わが国の防衛生

産・技術基盤の健全な発展が強く求められるゆえんである。技術は一朝一夕にできるもの

ではなく、長年にわたる継続した努力の積み重ねがあって今日の優れた技術がある。長期

的展望に立った総合的な施策のもと、わが国の防衛機器産業が速やかに防衛装備における

国際共同プロジェクトへ参加できる体制が実現されるよう強く望むものである。
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参考資料 1 ヨーロッパ砦の攻略（抄訳） 

―国際共同と Joint Strike Fighter― 
Ethan B. Kapstein 

IISS Quarterly “Survival”,  
Vol. 46 No. 3 Autumn 2004 

１背景及び経緯 
○ 2001年 10月 26日、米空軍はロッキードマーティン社と約 2,000億ドルに上る JSF

調達契約を結んだ。 
○ 米国防省初の外国企業との共同開発・共同生産計画である。 
○ 従来主要装備品の外国との共同開発は拒否してきたが、欧州その他地域での販売を

期待するには、完成品の販売ではダメで開発及び生産段階から参入させる必要があ

るとの結論に至った。欧州は三種類のジェットファイター開発を計画、即ちユーロ

ファイター（英、独、伊、スペインの共同開発生産） 
・ 仏 Rafale 
・ スウェーデン Gripen 

   を計画中であり米計画 JSF と競合した。 
○ 米の機種更新計画と予算削減による計画中止 

・ 空軍：A-10、F-16、F-22（既但し予算減）、AFX（中止） 
・ 海軍：F/A-18C/D、F-18E/F(既但し予算減) 
・ 海兵隊：AV-8B、F/A-18A/C/D、MRF（中止） 
・ DARPA は海兵隊の要請による STOVL 機の開発研究 
・ 防衛調達予算は 1994 年に比し 2000 年は＄30B（37%）減 
・ 航空機メーカーは 1990 年代の間に 6 社から 3 社（L/M、 Boeing、 N/G）へ 

○ Joint Advanced Strike Technology (JAST)計画の浮上 
・ 1994 年に米国防省は米空軍と米海兵隊の統合有人航空機として JAST を構想、 

これが後の Join Strike Fighter (JSF)となる。 
・ JSF はかくして政治的、軍事的、財政的、企業的、技術的等の観点から誕生 
・ 加えて Defense Science Board (DSB)レポートによる F-16 のように外国市場  

で売れる航空機を期した 
・ しかし、DSB は外国との共同開発、共同生産を意図した訳ではなかった 
・ 1994 年後半に至り、米議会は海兵隊の STOVL 性能機と英海軍のハリアー後  

継機計画の共同開発を命じた（英はユーロファイターに投資済みでハリアー

後継機開発は悲観視されていた） 
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２．JSF 計画 
○1995 年 12 月 20 日米英両政府は共同開発のための MOU 署名。英国は Full 

Collaborative Partner として 1997－2001 の Concept Development Phase に参加

（10%のコスト負担）。 
○1997－2001 の CD フェーズで L/M チームと Boeing チームの競争 
○2001 年 10 月、L/M チームが勝利し Engineering and Manufacturing Design 

(EMD)フェーズに入る 
○先端技術による航空機を外国企業と共同開発・生産する米初の計画 
○CD フェーズ間、次の四つのグループに分けて外国企業の参加を要請 

① Full Collaborative Partner：英 
② Associate Partner：デンマーク、オランダ、ノルウェー（F-16 ライセン

ス国産の国） 
③ Informed Partner：カナダ、イタリア（要求性能要求可、購入前提でワ

ークシェアあり） 
④ FMS Partner：トルコ、シンガポール、イスラエル（完成機の FMS 購入

国） 
 （注）Interoperability の意味 
  －Complementarity：X 国が A 国空軍へ、Y 国が A 国海軍へ提供 
  －Commonality：X、Y、A、国とも共通の機種を運用 

      ―Interchangeability：X 国は F-16 の代わりに Rafale を、Y 国は Rafale の代わり

に F-16 を運用できる 
  －Compatibility：X 国軍機の搭載レーダーは Y 国軍の地上レーダーと交信できる 

○米国（議会および国防省）が JSF の国際共同を決定した理由： 
―最大の理由は、調達予算の削減による計画の頓挫を排除 
―次いで、財政上の理由による議会の反対を国際共同であることによって抑える、

即ち国際共同国との外交上の問題、或いは米国の国際的な威信・信頼を損ねる 
―世界の先端技術を活用できる 
―参加国の購入による生産数の増による量産効果（単価削減、削減予算の他計画へ

の振り向け） 
○国際共同参加国の利点 

－先端技術の取得 
―米国及び国際武器市場への参入 
―ワークシェアの確保による国内防衛生産基盤の維持 
―利益の獲得 

○当初、国際共同に反対であった DSB が賛成に転じた理由は、欧州防衛産業が米国大

企業に対抗するため欧州域内の防衛産業の吸収合併により、米大企業に匹敵するBAE 
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Systems、EADS、THALES 等を生み出すとともに、EU は 1998 年に OCCAR と呼

ばれる Joint Armament Cooperation Organization を設立した結果、このまま将来

戦闘機開発生産計画（欧州の Euro-Fighter、Grippen、Rafale 及び米国の JAST）が

進めば、防衛産業の“欧州の砦”対“米国の砦”化が進展することを危惧した。 
○完成品販売あるいはライセンス生産は、最早欧州企業にとって魅力ではない。開発、

生産そしてフォローオンサポートまでの一連のワークシェアがあり、かつ先端技術取

得が可能であることこそ魅力がある。 
○防衛用装備品取得のオプションとしては、①自国内生産―高くつくが信頼性あり、

②外国から輸入またはライセンス生産―安く早く取得できるが信頼性に欠ける、③国

際共同開発・生産、がある。 
○技術的、財政的問題と国防基盤を国内に維持すること、これらを満足させる最善と

は言えぬが次善の策が、国際共同研究・開発・生産である。これにより仕事を獲得し、

技術を獲得し、国内に防衛支援基盤を維持できる。 
○JSF の CD フェーズで L/M 及び BOEING は BAE Systems の他 7 社の UK サブコ

ンと契約した。イタリアは機体組み立てと設計に参画。オーストラリア、カナダ、デ

ンマークの企業も CD フェーズに参入契約。 
３．国際共同の短所 

○短所 
① 参入各国企業は、共用するプラットフォーム完成のために、決められた予

算を提供し、決められた時期までに担当の仕事を完成させねばならぬ。

研究開始から生産まででも 10 年以上かかる長期計画であって、当該企業

がその間健在かどうか、リスクあり。 
② 各国の国内政治・財政事情及び国際安全保障情勢によって、計画参加中止

あるいは縮小が起こり得る。米国にあっても同じ。 
③ 困難な技術移転問題を解決しなければならない。米国は Defense Trade 

Security Initiative を制定して友好国及び同盟国への技術移転の促進を

図っているが、9.11 以後、対外技術移転を厳しく監視する体制がとられ

ている。 
④ 国際共同は不可避的に“不完全な契約”を内包する。米国も含め参加各国

企業は、夫々の利益、恩恵を追求してその要求を容れるよう契約変更、

或いは要求が容れられなければ契約解除も辞さない、等が生じる恐れを

秘めている。 
⑤ 先端技術の不正国家等への有効な拡散防止策が未だ出来上がっていない。 

４．国際共同と技術拡散 
  ○国際共同参加国が共同開発・生産で得た技術を使って、他の兵器を作り外国へ輸出

する。この場合、米国からの制裁も覚悟の上、等が発生することあり得べし。 
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○敵性国にその技術や兵器がわたる恐れを排除する手立てを講じておく必要あり。拡

散防止体制の設置等。 
○従って、兵器の国際共同開発・生産はカルテル（企業連合）の形成である。これが

守られて初めて軍事同盟の強化を期することができる。 
○一方、これに対抗する勢力（例えば、ロシア、中国、仏等）は、かってのスターウ

オーズ計画でソ連が計画を中止したように先進兵器開発を諦めるか、または大国勢力

を結集して先進兵器開発を推進する、即ち軍拡競争へと進むか、ということが考えら

れる。 
○いずれにしても、同盟国の技術力、防衛力を高めるのとひきかえに米国の技術力の

相対的な低下及び敵性国へ先端技術が流れる恐れがあり、国際共同研究・開発・生産

は両刃の剣である。 
５．国際共同に伴う先進技術の拡散によるリスクを縮減するため考慮すべき原則的事項 

○第 1 に、武器輸出及び技術移転のための助成金を廃止することと、国際共同計画の

経済的な透明性を上げること。 
○第 2 に、米国は武器輸出管理法に違反した場合の制裁措置をもっと明確にする必要が

ある。即ち、武器輸出管理を強化することについての透明性が欠けている。例えば、

JSF に関する重要な技術を、仮にイタリアとか英国企業が漏洩した場合、どういう制

裁が課されるのか明確でない。 
○第 3 に、米国は武器の輸出及びライセンス生産が同盟国に経済的利益及び安全保障

上の効果をもたらすということを考証して、国際的な武器共同開発の在り方を今一度

検討すべきである。  
    

   総括すれば、JSF プロジェクトは、冷戦終結以降防衛力整備計画者や企業が経済的

な要因に重きを置くようになったということを示す典型的な例であると言える。この

ような経済的圧力は、企業が武器の開発生産の事業判断をするにあたって、当該武器

が外国に販売できるかどうかということを重要な考慮事項に入れさせることとなった。 
  この結果、欧州及び米国の防衛当局並びに企業経営者は国際的な武器共同に新たな関

心を寄せている。このような共同プロジェクトのコストと利益は、より幅広い政治的

分析や公開の綿密な吟味をする価値がある。
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参考資料 2 日米防衛装備協力 

 
国防省国防次官（取得・技術・兵站担当）オフィス 

国際協力局 日本プログラム部長 
ジェフリー・ブルーム 

 
１ 防衛装備協力の定義 
（１）同盟国及び友好国との間の相互作用であって、次の事象を含む。 

－防衛装備品の取得 

－装備品の研究開発 

－装備品の兵站支援及び維持 

－防衛産業基盤の相互交流 

（２）運用要求を満たす装備品を取得することによって同盟の能力向上を図る。 

２ 日米防衛装備協力は、これまでの長い歴史の中で安全保障援助協力から共同開発・取

得へと進化を遂げてきた。共同開発・取得は、 
   －技術、兵站支援、装備品開発等に深く関わっているために作戦運用とのより一層

の密接な関係をもたらすものである。 
   －可能とするための政策の核心が求められる。 
   －ミサイル防衛に関する共同開発は非常に大きな第 1 歩であり、日米協力の新しい

在り方を示したものと言える。 
   －ミサイル防衛で示された日米防衛装備協力のやり方は、将来の無数の可能性を示

すものである。それは双方の努力次第である。 
３ 日本との防衛装備協力 
（１）日米防衛装備協力は日米防衛協力に欠くべからざる最も重要な要素である。 

－米国と日本は他のどの同盟国よりもより多くの共通装備品を装備している。 
－防衛装備協力プログラムは多々あるが中でもミサイル防衛装備協力は強力であ

る。 
－将来のより大きな協力についての大きな可能性を秘めている。 

（２）しかしながら防衛装備協力の進展を阻害する次のような要因が存在する。 
ア． 武器輸出三原則等政策（ミサイル防衛に関する限定的適用除外あり） 
イ． 日米 2 国間で許可されたものであっても第三国への輸出を禁じている。 
ウ． 情報保全体制が万全ではないこと。 
エ． 防衛予算が政策的に GNP の１％以下に抑えられていること。 
オ． 予算の使用、適用が極めて厳密であるとともに確定契約方式であること。 
カ． GSOMIA を締結したが企業従業員の適格性調査等に関する規定が不備で 

ある。 
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キ． 専守防衛政策のため装備品の開発が制約を受ける。 
（３）日本と米国との対比 

ア． 予算及び予算制度 
（ア）米国 

・世界最大の防衛予算 
・毎年見直しによる年度防衛計画 
・予算執行・計画の実行に柔軟性あり 
・変化に難点あり 

（イ）日本 
・5 年ごとの中期防衛力整備計画 
・計画実行には絶対的根拠となるが柔軟性に乏しい 
・世界第 5 位の防衛予算額 
・非効果的な予算執行が随所にみられる 

イ． 日本の防衛調達の特徴 
（ア）調達の 90％は国内調達、残り 10％が殆ど米国からの FMS と一般輸入 
（イ）予算制度は確定 5 カ年計画 
（ウ）契約額確定契約で納入と引き換え支払い 
（エ）一般輸入契約は商社経由の契約である。 

一方米国は契約方法が多様である。 
ウ． 輸出管理政策 
（ア）米国 

・協力関係と表裏一体をなす 
・輸出管理政策は多くの同盟国との間で重要な案件である 

（イ）日本 
・防衛装備品の輸出禁止 
・情報保全体制に弱点がある 

エ． 防衛産業 
（ア）米国 

      ・プライムコントラクターにおいては、防衛事業が総売り上げに占める比率

は極めて大きく、メジャーなビジネスである。 
      ・R&D 投資は殆どが国防省によってなされる。 
      ・武器の世界市場は重要なビジネスの場である。 
      ・国際的に統合された企業形態となっている。欧州の企業は特に国際的な統

合が進んでいる。 
（イ）日本 

      ・プライムコントラクターは多様な部門を抱える重工業企業もしくは総合電
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機会社である。 
       －防衛専業企業は殆どが小規模企業でサブコンである。 

         －防衛生産品は国の工業生産の中では極めて小さな部分であるが、キーと

なる事業分野、殊に航空宇宙分野では欠くべからざる技術を擁する企業

が存在する。 
        ・Ｒ＆Ｄコストは殆どが民間企業の支出である。それが防衛事業の先行的な

自社技術開発である場合は、当該開発が生産へ移行した段階及びそれに続

く維持支援段階で防衛省が開発費を踏めて予算措置をとる。 
         －政府が保有する軍工廠のようなものはない。 
         －競争入札は実質的には仕事の配分を決めるツールとなっている。 

     ・国際マーケットによる外国が計画したプログラムの外国企業との契約とい

うケースは極めて限定されたものしかやられていない。防衛省が国内防衛

産業を防衛省計画事業のみに就かせるよう束縛している。 
（４）防衛装備協力にとっての課題 

ア．2 国間或いは多国間共同にとっての障害 
  －武器輸出三原則等政策による全面的な武器輸出の禁止 
  －集団的自衛権の行使ができないとする憲法解釈 
  －「宇宙利用は平和目的に限定する」とする国会決議 
イ．官僚機構の縦割り行政による弊害 

    －防衛省・自衛隊対民間、省庁間、地方対中央 
ウ．米国の情報開示条件と日本の輸出制限が共同の範囲を制限 
エ．抑制された防衛予算と柔軟性のない産業側の対応によって、日本の防衛産業は危

機に瀕している。 
オ．企業の環境と文化の違いが国際市場における防衛ビジネスの追求を阻害 
カ．会計年度の違い、計算・決算方法の違い、予算及び契約制度の違い、さらに言語

の違い等が日本の防衛ビジネスを困難にしている。 
（５）防衛装備協力促進のための施策 

ア．武器輸出管理政策のより現実的な適用 
イ．日米両国における予測可能で透明性のある輸出管理体制の確立 
ウ．構想策定のための要求事項に関する効果的な対話の実施 
エ．GSOMIA 締結は防衛装備協力促進のための重要な施策の一つであるが、日本の

情報保全に対する懸念が払拭された訳ではない。GSOMIA の不備是正が望まれ

る。 
オ．統合プログラム管理体制の改善 
カ．知的所有権の保護に対する相互理解の促進 

（６）要求事項に関する日米対話 
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ア．BMD の共同開発における要求事項の統合評価要領をモデルにして発展させる。 
イ．防衛装備協力の更なる変革のために必要なステップは何か、ということに両政府

とも焦点を当てる。 
ウ．能力に基礎をおいた分析を導入する。 
エ．米軍対自衛隊の直接対話の促進 
オ．日米科学技術フォーラム（S&TF）の下で進めてきた開発すべき能力を、日米の役

割分担→役割を達成するための任務の定義→その任務を遂行するために必要とす

る能力、という思考過程とリンクさせる。 
（７）防衛装備協力の進展と企業の参加 
ア．国際共同ビジネスについての新しい考え方及びそのやり方を創出する。 
イ．よりよい統合の摸索及び COTS の活用 
ウ．先端技術の採用 
エ．戦場にある部隊に先進技術の装備品を迅速に装備させる。 
オ．統合プログラム管理要領を政府が管理するプログラムへ適用する方策の案出 
カ．対話の促進 

（８）ジレンマ 
    日本政府としては、強力で競争力のある防衛産業技術基盤を求めているが、実際

には次のような制約下に防衛産業を置いている。①硬直した防衛予算、②政策及び

憲法上の制約による国際共同プログラムへの企業の参加不可。 
    もし日本政府が活力のある防衛産業基盤の望むのであれば、上記①及び②のいず

れか一つまたは両方の制約を除く必要がある。 
    現在の日本の経済不況の状況、及び先進装備品の開発生産に関わる国際社会の資

源（人、モノ、金、施設等）活用へのアクセスの必要性を考えれば、日本の防衛産

業は海外へ出ていかなければならないであろうし、政府は防衛産業のそのような行

動を支援しなければならない。 
（９）将来の選択 
   次の二つの選択肢がある。 
  １）閉鎖された体制を解放する。 
   ・  国内プロジェクトへの比重が下がる 
   ・  日米共通の関心事項や要求に関する情報交換の機会が増える 

     ・  民間航空機産業がそうであるように国際プログラムあるいは 2 国間プログラ

ムへの参加 
     ・  日本政府は武器輸出政策のもっと柔軟な適用により、日本企業による国際プ

ログラムへの参加を支持し外国企業との企業間直接接触を許可する。 
  ２）防衛産業を従来どおりの殻に閉じ込めておく。 
   ・  不明瞭な政府が沈黙を決め込むのに任せる 
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   ・  日本企業は制約下にある外国企業との調整役に徹する 
   ・  日本は国際プログラムから取り残されたままである。 
（10）日本が優先的にとるべき方策 
  第 1 防衛装備協力への戦略的アプローチ 
   ・  防衛装備協力は同盟強化のための核心的な要素であると認識 

     ・  日米防衛装備協力は、役割分担、任務及び能力に関する協議から 2+2 の枠組

みの下で具体的な防衛力整備計画の策定と実現へと進展させるべきである。 
  第 2 日本による防衛装備品の共同調達は同盟力強化に貢献する 

     ・  防衛省及び関連省庁は、運用要求に焦点を合わせ、共同取得機会を与えるよ

うな産業政策へと転換すべきである。 
  第 3 外国の防衛産業基盤との緊密な協力 

     ・  防衛産業が自主開発・取得から国際共同開発・取得へとシフトし易い環境を

整備すべきである。 
   ・  防衛産業の国際共同を阻害している要因の是正を図ること。 

第 4 米国と他の主要な同盟国との間で行っていることと同等に日本の防衛関連資

源へのアクセスができること。 
   ・  アクセスは、防衛関連及び両用技術関連のハードウエアー及び技術を含む。 

     ・  同盟強化に直結するということ及び日本の効果的な防衛生産・技術基盤の育

成に資するということは、日本の武器輸出管理政策の改定及び米国政府の技

術・情報開示の姿勢をもっと前向きなものとさせるために十分に合理的な理

由となる。 
  第 5 日本政府は技術・情報保全に関しもっと効果的な施策の実行をするべきである。 
   ・  GSOMIA に企業の情報保全に関する付属条項を追加して実行に移すべきで

ある。 
     ・  情報保全と輸出管理は並行する二つの事象ではあり、異なる考慮事項が存在

する。即ち、米国は日本が機微な情報をしっかりと保全してくれるよう望む

が、そのことをもって現状の柔軟性のない厳しい輸出管理政策の実行を正当

化するものとしないよう要望する。    
第 6 日本の武器輸出管理はコンセプトにおいてもっと戦略的で、その適用において

はもっと実用的であるべきである。 
     ・  戦略的なアプローチとは、武器輸出管理を国家安全保障の重要な要素の一つ

として位置付け、活力ある防衛産業基盤の維持・育成、同盟の強化、武器輸

出管理政策及び武器拡散防止政策等による国益の増進とのバランスを勘案す

ることである。 
     ・  実用的な政策の適用、即ち、武器輸出管理政策を組織的にかつ透明性のある

体制の下に実行すること。
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参考資料 3 共同取得 

GAR アソシエーツ代表取締役 
グレッグ・ルビンシュタイン 

2009．6．5 
１ 防衛取得についての展望 

（１）全般 
日米両国とも防衛予算の制約下にあり、装備品取得予算は削減されてきている。した

がって装備品の取得計画は十分な予算上の裏付けがされておらず、計画縮小を余儀なく

されている。 
  防衛産業技術基盤に与える影響は大きく、計画の遅延、数量削減及び計画中止等によ

り生産基盤及び R&D 基盤の維持がますます困難になってきている。 
  米国と雖も防衛装備品の取得を自国生産のみに頼ることはできない。防衛装備品取得

基盤はますますグローバル化してきており、防衛産業は国際マーケットの中で事業を実

施していかねばならず、それができなければ国際社会から除外されるのみである。 
（２）米国の防衛取得の傾向 
  ブッシュ時代の右肩上がりの防衛予算の増加は終わりを告げた。このため装備品取得

予算は最も大きな影響を受けることとなった。即ち 
① FY2010 の防衛予算提案既に明らかに減額されている。 
② 現在の作戦所要予算が優先され長期研究開発予算は二の次にされている。 
③メジャーなプログラムでも縮小され或いは遅らされ或いはキャンセルされている。 

 
  米国の防衛産業はグローバルな企業参加の中で熾烈な競争を強いられている。その状

況は次のようなものである。 
①BAE Systems 社、EADS 社、Finmeccanica 社等が米国企業と提携して事業に参入、

あるいは参入外国企業との競争、あるいは外国企業による米国企業の買収等。 
②米国企業は積極的に外国企業を買収取得しており、米国の産業基盤はこれまでかつて

ないほどに国際化が進んでいる。 
③現状での企業実績は良好であるが、将来見通しはそう明るくない。即ち、 

・防衛予算削減のインパクト 
・統合による巨大企業の誕生により“単一取得源”は避けるべきとの意見の高まり 
・予算削減、経営悪化等による企業の更なる統廃合が生じる可能性 

（３）日本における防衛取得の現状と傾向 
  ア．防衛予算削減、武器輸出三原則等による制約、米国からの高度技術開示制限等困

難な現状にある。 
  イ．一般輸入 
   ・防衛産業にとってはメリットがない 
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   ・顧客は総合的な費用対効果判断をすべきところ取得価格重視に偏重 
   ・先端高度技術システムの取得は避けがたく予算上のリスクを負って購入 
  ウ．ライセンス生産 
   ・企業にとっては非効率的かつ高くつく、特に当該品の輸出ができず利益生めず 
   ・最新技術ではないことに加えて生産が長期間かつタイムリーな改修ができない 
  エ．国産開発 

     ・日本の防衛産業基盤強化につながるが、少数数量、開発長期のため非効率的で

ありかつ高くつく 
・国産開発技術で国際共同プログラムに参加できずかつ外国の先端技術へのアク

セスを制約されている 
２ 日米防衛プログラム 

   冷戦時代の日米防衛装備プログラムは、FMS 又は一般輸入又はライセンス生産によ

る装備品の取得で特徴づけられる。代表的なものとして、F-15 のライセンス国産があ

るが、計画当初の交渉段階では完成品の輸入とするか、ライセンス生産とするか、また

ライセンス生産の場合技術移転をどうするか、等で紆余曲折があった。 
   1980 年代に至って、米国防省は日本の防衛関連技術に関心を持つに至った。これに

伴い日米共同技術研究や企業間の相互交流が進められた。 
   これらライセンス生産、一般輸入及び国産開発等を装備品取得の選択肢として挙げ、

費用対効果やトレードオフを考慮して最適方法を追求し決定していく作業を積み重ね

ていく中で、防衛技術・装備マターで、 
① 当該システムあるいはプロジェクトの運用要求は何か、 

② 将来システムを共同開発・生産し取得できないか、 

という方向に関心の重点が移って行った。 
３ 共同取得とは何か 

   一言でいえば防衛装備品・技術協力のための戦略的アプローチである。装備品の販

売者と顧客の関係を越えてお互いにパートナーとして協力して、双方が成果としての

価値を共有するものである。 
   米国防省は共同取得を、一般輸入或いはライセンス生産或いは日本による国産に代

わるものとして位置付けているのではない。単なるハードウエアやソフトウエアの取

得・移転を意味するものとして位置付けているのではない。 
   それよりも、現在 NATO 諸国やオーストラリアとの間だけで限定的に実施している

ように、共同取得を両国間の防衛協力、防衛計画等の相互作用のレベルまで高めてい

こうとするものである。 
   共同取得は防衛装備品の取得に関わる全事象をカバーしそのすべてのフェーズにお

ける相互対話を行うものである。即ち、次の全フェーズにおける対話。 
① 運用要求フェーズ：役割、任務、能力（運用要求）に関する対話 
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② 調査研究：技術シーズの探求 
③ 開発 
④ 調達 
⑤ 維持支援 

４ 共同取得の利点 
   共同のための共同ではない。初期の時代には共同それ自体が目的化していたが、現

在では日米間の相互作用はその当時に比べ進化している。その証拠に、BMD 協力に見

られるように防衛上の緊要な能力の向上についての議論、あるいは相互運用性向上に

関する議論等がなされている。そして目に見える取得の利点がなければならないとい

うことが認識されてきている。具体的には、もっと費用対効果のある取得方法はない

かとか、双方にとって有益な産業技術基盤は育成できたか、等である。 
   同盟と確たる成果が出るかどうかというビジネスケースの議論とは、機微なテクノ

ロジーの開示を正当化するために有益であるとともに輸出管理の適用をもっと柔軟に

するというためにも有益である。 
５ 共同取得にとっての課題 
   共同開発・生産は、一般輸入やライセンス生産と異なり投入すべき資源の範囲や量、

取得スケジュール及び予算スケジュール、そして従来はなかった高度なレベルの技術

の開示等々の様相を呈するため、双方にとって極めて大きなインパクトを与える。 
   このレベルにおけるコミットメントの正当性は、従来の単なる“同盟強化のため”

という議論にとどまるものではないし、又“ビジネスケースとしての正当性”もなけ

ればならない。即ち、実際に防衛能力の向上が図られること及び防衛生産・技術基盤

の強化向上そして利益が図られることが必要である。 
  ●従来の輸入やライセンス生産は、 
   －成熟した米国のシステムが対象である。 
   －本質的に安全保障援助が目的であり、その意味で米国から日本への一方的な流れ

である。 
   －既存システムに代わるような新規システムは対象とならなかった。 
  ●共同開発プロジェクトは、 
   －米国資産のもっと顕著なコミットメントをもたらし 
   －米国の装備品計画及び防衛計画により大きなインパクトを与え（BMD のように） 
   －前例に無いようなレベルの技術移転を必要とする。 
  ●そのために新たな課題をもたらすこととなった。即ち、 
   －運用要求に深くかかわっていく 
   －取得に関わる対話が欠かせないこと 
   －開示する技術レベルの問題及び輸出管理政策に関する課題 等である。 
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（１） 所要能力及び運用要求についての理解の共有 
 

Issue: Shared Understanding of 
Capabilities and Requirements

Roles & Missions

Capabilities &
Requirements

Cooperative
Development and

Procurement

Program
Implementation

LOA/MOUs
Expt Licenses

R&D/Tech
Projects

US-Japan interaction
as it was

[No connection 
until recently]

US-Japan interaction
as it is now developing

which identify government
and industry interests in

provides basis
for discussions of

Sales,
Licensed Prod.

government dialogue on

 

 
  ●従来は上図の色付き（図の下の部分）で示されたレベルでの協力であり、自衛隊の

任務や役割についての対話から所要能力や運用要求、そして共同で開発し取得すべ

き装備品の決定等に立ち入った対話はなかった。 
  ●役割やミッションに関する政治レベルの対話から始まり、具体的な防衛力整備に至

るまでのフルレンジにわたる対話が必要である。 
（２）取得に関わる対話の必要性 
  ●従来の日米防衛対話は、ポリシーから発展させて装備品取得計画へとつながる関係

がなかった。即ち、 
   －取得に関わる懸案事項を 2+2 の政策対話まで上げることはなかった。 
   －システム・テクノロジー・フォーラム（S&TF）の議題は非常に狭く限定されてお

り、2+2 とのリンクはなかった。 
   －但し、BMD については例外であり、要求マタ―から取得に至るレンジで対話が行

われたが、この経験が他のミッション分野に及ぶことはなかった。 
  ●防衛省への省昇格によりミッションから装備品取得に至る対話を開始する環境がで

きるものと思われる。即ち、来年度には“防衛計画局”が創設されると聞いており、

そこでは次の業務を所掌することとなろう。 
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   －防衛態勢報告及び防衛力整備 5 カ年計画 
   －運用要求の調整及び確立 
  ●2+2 直下の国防省次官補（Policy and AT&L）レベルの日米相互対話では、共同取得

に関わる対話も行われようが、それには企業間対話による支援が必要であろう。 
（３）米国の技術開示及び輸出管理政策 
  ●技術開示は益々厳しい制約を加えつつある。 
   －技術保全及び技術拡散防止が主たる理由であり、一方で同盟国との共同作戦機会

の増大及び貿易の拡大との相克がある。 
   －日本の場合には、近年におけるイージス艦秘密情報の漏えいに見られるような近

年における情報保全に係る問題の発生が影響している。 
  ●輸出許可プロセスに関する問題 
   －余りにも大量なアイテム及び許可を必要とする余りに多量な契約 
   －武器リストは政治的なリストであると同時に官僚的な問題も提起させる 
   －余りに長すぎる処理時間、これは主にスタッフの能力の問題であったが最近では

かなり改善されてきている。 
（４）日本の武器輸出管理政策 
  ●1967 年に制定された元々の“武器輸出三原則”政策は問題ではない。その後に付加

されていった制約強化の政策とこれの厳格な適用が問題である。 
   －1976 年の“ガイドライン”により極めて限定的な例外を除き、事実上の武器輸出

全面禁止政策へと転じていった。 
   －政府高官等による法によらない専断的な政策の解釈が定まっていった。 
   －政府のポリシー適用の厳格さに産業側は輸出を自粛していった。 
  ●今後予想される問題点 
   －現行ポリシーの適用除外で対処するやり方では、最早日本の防衛産業基盤の支

援・維持あるいは同盟国との共同を達成していくことはできない。 
   －ポリシー適用除外の防衛装備品の輸出申請を審査するプロセスは、組織的ではな

くかつ透明性も無い。 
   －防衛省が要求元になっていないプログラム（外国政府のプロジェクト）への日本

企業の参加に関する手順がない。 
（５）日本が武器輸出政策を変換する理由 
  ●武器輸出国になろうとしているわけではない 
   －国際武器市場での競争者になることを意図しているのではなく、国際プログラム

への参加を強く望んでいるだけである。 
  ●米国の圧力に屈して武器輸出を再開しようとしているのではない 
   －米国政府は、1967 年の本来の武器輸出三原則政策を支持している。日本が国際プ

ログラム参加できるような政策変更に多大の関心があるからである。 
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  ●三原則政策の変換は、国家安全保障や外交政策に関わる重要事項である。 
   －日本の防衛所要や同盟能力に貢献する日本の産業・技術基盤の維持強化を支援 
   －軍備管理や武器の拡散防止に関する各種国際取り決めを尊重し、責任を果たす。 
（６）効果的な武器輸出制度 
  ア．防衛装備品及び技術の移転を審査するための基準の標準化 
  （ア）品目の性質 
  （イ）最終受領者及び使用目的 
  （ウ）日本国にとっての利益 
  （エ）潜在的なリスク 
  イ．責任がありかつ透明性のある審査プロセス 
  （ア）明確な定義（例えば軍用品及び軍民両用品の定義等） 
  （イ）武器に該当の可否についての明確な決断 
  （ウ）既存プログラムによる武器・技術の移転のみに対する考慮にとどめないで、 
  （エ）将来の日本のプログラムにとって利益となる国際防衛プロジェクトへの日本企

業の参加についても考慮する。
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参考資料 4 GSOMIA及び情報保全についての考察 

GAR アソシエーツ 代表取締役 
グレッグ・ルビンシュタイン 

2009.12.10 
この考察は、2005 年 11 月に東京で行われた“国家安全保障研究グループ”（NSRG）の

後援で行われた会議において発表した「“軍事情報包括保護協定”（以下 GSOMIA）に関す

る考え方」を、その後の状況の変化を踏まえて補足するものである。 
 

背景 
GSOMIA の意義及び及ぼす影響についての何カ月にもわたる協議の末、日米両政府は

2007 年 6 月に合意に達し、同年 8 月に協定に署名した。 
NSRG におけるブリーフィングで指摘したように、GSOMIA の締結によって機微な防衛

関連情報の日米間の送受における官僚的な障害は除去された。現在発効しているその他の

国々との殆どの GSOMIA は、GSOMIA の規定が契約企業への機微な防衛情報の提供に関

しても及ぶものであることを規定した「企業条項」（別表）を含んでいる。然しながら日本

との GSOMIA はそのような「企業条項」（別表）を含んでおらず、これは主として以下に

述べるような情報保全強化に関する懸念からきている。 
GSOMIA 締結により日本は、米国防衛システムへのより多くのそして深いアクセスがで

きるようになるものと期待していたが、それは裏切られることとなった。これは主として

GSOMIA 推進者たちによる過大評価によると思われる。NSRG ブリーフィングで強調した

ように GSOMIA は情報移転プロセスの保全を保証することに焦点を合わせており、

GSOMIA それ自身が機微な情報の提供を約束するものではない。米国が秘情報を開示する

或いは先進的な防衛システムを譲渡するという決定は、各種の外交政策や国家安全保障上

の関心事項に基づいてなされるものであって、そのような中で GSOMIA は情報保全の唯一

の証となるものである。 
 

情報保全とイージス艦の事案 
長年にわたる決心の先送りと遅延ののち、やっと日本との GSOMIA を締結した直後イー

ジスシステムの情報漏えいへの対処を余儀なくされる事態が発生したことは、この上もな

く残念なことであった。2007 年の GSOMIA 締結直前に米国防省は、イージスシステムの

秘密情報漏えいについて海上幕僚監部の幹部から情報を得ていた。この事案に対する米国

の最初のリアクションは非常に慎重に配慮された抑制されたものであった。米国防省の幹

部が漏えいした情報の性質を分析したが、同様に日本政府も状況の把握と評価を実施した。 
不幸なことに海幕の幹部は米国防省のローキーのこの対応をみて、米国はイージスの情

報漏えいを深刻な問題とは考えていないと勘違いし、申しわけ程度の緩やかな処置以上の

対処をする必要はないと判断した。これは重大な過ちであった。漏えいした情報がそれほ
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ど重要な情報ではないということが判明した間における海幕のとった意味深長さを欠いた

行動に米国政府は著しく惑わされた。イージスの情報漏えい事案に対する日本政府、防衛

省の対応に関する米側の見方は、日本政府に対するお決まりの懸念を具現化するものであ

った。即ち、日本の情報保全手続きに対する関心は、依然として国会やプレスに対するリ

ークをいかにコントロールするかということに焦点が合わされていて、外国の情報脅威を

正しく認識するということが欠落している。 
イージス情報漏えい事案に対するその後のワシントンのリアクションは、情報保全問題

を所掌する多省庁にまたがるBilateral Information Security Task Force (BISTF)の設立へ

とつながった。BISTF の委嘱条件はその内容が印象的であり達成すべき目標も明示してい

るが、日本における政治的な敏感性と省庁間の調整の問題によって、事案の事後対策を進

展させるための政府間対話が遅れてしまった。効果的な情報保全のための適切な手段につ

いての両政府間の合意は公表される予定であったが、2009 年 6 月までの時点で“引き続き

協議中”状態のまま残されている。BISTF の対話に提起された事項は、日米間の情報保全

に関わる議題の中の長期を要するマターの一つとなりそうである。 
未解決のまま残っている情報保全に関わる懸念は、より緊密な防衛調達協力・産業協力

に対する期待を傷つけるものである。この事案から生じたダメージは、F-35 戦闘機のデー

ターの開示の遅れに既に明らかに現れている。さらにその他の共同開発プロジェクトにつ

いても同じような懸念がつきまとっている。日米間の対話、即ち政府間対話も企業間対話

も情報保全体制の進展をいかにして図るか、ということにもっと焦点を当てるべきである。
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参考資料  5 海外出張訪問記録 
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参考資料 5-15 米国防省国防次官補オフィス（アジア太平洋安全保障担当） 
参考資料 5-16 GAR アソシエーツ 
参考資料 5-17 米国防省国防次官オフィス（取得・技術・兵站担当）
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参考資料 5-1 フランス国防省装備庁 

 
１ 訪問先：フランス国防省装備庁 
２ 訪問日時：平成 21 年 11 月 30 日 08:30～13:40 
３ 訪問先面談者 
  装備庁国際開発局副局長 ピエール・マヨ―ドン大使 
   同 国際開発部アジア太平洋部長 ギレ・ピレ大佐 
   同 アジア地域局戦略代表 マリアン・ペロンドワシ 
   同 国際開発局北東アジア部副部長 セルゲ・グリーリ 
４ 訪問者 
  日本戦略研究フォーラム 田中伸昌、山崎 眞、畠山優悦 
  在仏日本国大使館防衛駐在官 1 等空佐 伊藤 顕 
５ ブリーフィング等内容概要 
（１）日仏防衛関係について 

‐1990 年代初頭から防衛省技術研究本部と仏装備庁防衛技術研究本部との間で両用技

術に関する定期年次協議を実施しているが、運用、装備領域も含めてそれ以上の交

流への発展がない。ただ、近年になってレーザー技術（両用技術）の共同研究を防

衛省技本との間で始めた事例があるだけである。 
‐秘情報に関する日仏政府間協定がないため、防衛交流が極めて限定され、広がりや

深さがない。速やかな同協定の締結が望まれる。 
‐仏、独、蘭、伊の共同開発による NH-90 は量産に入っているが、陸海空軍で運用さ

れるとともにオーストラリア、ニュージーランドも使用している。日本が導入して

くれることを希望しているし、その場合技術移転を行う。 
（２）国際共同開発について 

  ‐今日の先進装備品は国際共同によって開発取得するのが常態となっている。ここで

武器輸出管理並びに秘密情報保全体制の問題が密接に関わってくる。フランスの場

合、武器輸出管理の所掌は国防省装備庁であり、金額、アイテム、受領国等によっ

て審査レベルが異なる等、長い武器輸出の歴史によって培われた管理体制を整えて

いる。 
  ‐日本の国際共同開発に参加することについては大いに歓迎する。日本は、技術的に

も経済的にもあらゆる面で国際共同の仲間に入る資格を十分に備えている。まず政

府間のアグリーメントが必要であり、また同等の情報秘密保全体制があることが求

められる。 
  ‐日本との 2 国間或いは多国間の共同開発を進めるため政府間のフレームワーク・ア

グリーメントの協議を始めたい。 
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参考資料 5-2 タレス社 

 
１ 訪問先：タレス社 
２ 訪問日時：平成 21 年 11 月 30 日 14:20 ～ 16:00 
３ 面談者 
    タレスインターナショナル副社長    べノア・テイエ 
  同上          アジア部長 ニコル・デュシェーン 
４ 訪問者 
  日本戦略研究フォーラム 田中伸昌、山崎 眞、畠山優悦、中村 功 
５ 面談内容概要 
（１）欧州共同の機構 
  ア OCCAR の機能 

2001 年に英国、フランス、ドイツ及びイタリアの４カ国によって組織化された防

衛装備品の欧州共同調達プログラム協定に基づく体制で、2003 年には、ベルギー及

びスペインが加盟し６カ国体制に移行し、現在は、同趣旨に賛同する OCCAR 協定

加盟国以外の国も参画し、欧州調達共同体として拡大化して来ている。 
 その主要プログラムは、別紙の通りである。 

  イ Letter of Intent(LoI) 
   防衛産業界の再編成処理を容易にすることを目的として、フランス、ドイツ、 

イタリア、スペイン、スウェーデン及び英国の欧州 6 カ国により基本合意の枠組み

が構築され、2000 年に協定として締結された。 
 その主要構成内容は、供給の保護、輸出規定、情報保全、研究開発と工業技術、 
技術情報の取り扱い要領、並びに、軍事的運用要求の調和等の分野において欧州共 
同体として一丸と成って官・民の協力体制を構築しようとするものである。 

    ウ 欧州防衛庁(EDA)の役割 
   欧州防衛庁は、関係各国の防衛大臣級閣僚による共同協議機関として 2004 年 7 月 

12 日に設立された。 

（ア）目的 
危機管理の分野において欧州加盟各国の防衛能力を改善する為、国情に応じた 

防衛努力を支援し、かつ、現行体制から将来への展開において、欧州安全保障政 
策(ESDP : European Security and Defense Policy)を全体的立場から統合的に管 
理する。 

（イ）主要機能 
・防衛能力の開発 
・共同防衛研究開発の促進 
・装備品の共同運用体制の増進 
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・防衛産業基盤及び技術基盤の育成並びに競争力のある欧州防衛市場の開拓の 
支援 

（ウ）主要決定機構 
  運営委員会は、欧州 26 カ国の防衛大臣級の閣僚により構成され、定期的に開催 
される。議長は、欧州安全保障政策を重点的に自治する地域担当国が担う。  
 また、覚書によれば、運営委員会は、各国の装備局長、研究開発局長並びに、 
国家防衛計画・政策局長レベルでも定期的に開催される。 
 そして、その委員会は、以下の通り主要４部局で運営・管理される。 
a 防衛能力局 

・欧州安全保障政策上の防衛能力要求を討議⁄決議するため包括的かつ組織的に

取り組む。 

・欧州防衛能力向上計画(2010 年主要目標イニシアチブを支持する計画)の履行

形態を調整する。 
b 研究開発・工業技術(R&T)局 
 ・欧州における防衛上必要な R&T を促進する。 
 ・安全保障分野における R&T 委員会活動を緊密に調整する。 
c 防衛装備局 
 ・防衛能力向上に貢献する欧州共同調達⁄管理プログラムを促進する。 
 ・加盟国で実施されている既存プログラムの共同化に努める。 
 ・加盟国の要求に応じ、特定のプログラムを詳細に管理する責任を引き受ける。 
  この場合、OCCAR 又は他のプログラム管理協定等を経由する事がある。 
d 欧州共同産業⁄市場局 
・防衛技術及び産業基盤(DTIB : Defense Technological and Industrial Base) 

を増強する。 
 ・欧州防衛装備品市場を国際的に競争力がある市場にする。 
 ・欧州防衛産業の更なる再編成に努める。（LOI を有効活用） 
 ・欧州委員会における親密な交流を増進する。（DTIB 及び防衛装備品調達を監

視しながら） 
 （２）日本タレス社概要 

日本におけるタレス社の活動は、主にタレス日本株式会社に代表され、35 人の

従業員により、次の４主要事項に基づき運営されている。 
・ 市場開拓：タレス製品の販売の為、５名のビジネス開拓担当者、４名の邦人

販売＆市場担当者並びに４名の顧問から成る小チームである。 
・ 輸出管理：5 名の担当者により戦略上のコンポーネント及び部品を輸出してい

る。 
・ 輸入管理：3 名の担当者によりコンポーネントの輸入が行われている。  
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・ 維持管理：2005 年 10 月に設立された羽田空港支所に配置された６名の担当

者により顧客サービスが実施されている。 
  また、日本における主要活動は、次の通りである。 
ア 陸上装備品及び統合運用装備品 

（ア）120mm mortars 
（イ）F-15 搭載 IRST  
（ウ）F-2 搭載 ECU 
（エ）BGTI 
（オ）METSMAN 
（カ）ARTEMIS(IRST) 
（キ）Transparent armor concept 
（ク）可搬式 SATCOM 端末(Talisman) 

イ 海上装備品 
（ア）潜水艦 
・ SS15 以降(2000 年―2018 年)装備の光学潜望鏡マスト用 IR28 
・ SS16 以降装備の非貫通潜望鏡(CM10J) 

（イ）掃海艇 
     「すがしま」級掃海艇搭載の機雷探知機 2093(1996 年以降) 

（ウ）護衛艦 
・ 対潜戦用の VDS として 2087 型ソナーが 2009 年度に選定された。 
・ 「ひゅうが」級 DDH 及び 19DD 搭載 FCS-3 用イルミネータ(ESSM 運用) 

ウ 航空装備品 
  海上自衛隊保有 US-1A,US-2,YS-11T 並びに民間航空機 G-V,F900 搭載海洋捜索レ 

ーダ(OM100) 
エ 地上機材 
  ANA、JAL 及び航空自衛隊採用のフライトシミュレータ(1990 年―2009 年) 

（３）日本の防衛予算と輸入の現状 
日本の防衛経費の大半は、国内調達であり、総経費の約 10％だけが輸入に依存して

いるが、中でも、その大半は、米国からの輸入に依存している現状が分析されている。 
 取り分け米国との比較において、欧州からの輸入が非常に少ない現状が訴えられて 
いる。 



 

197 

         別紙 「OCCAR 対象主要プログラム」 
 

名 称 システム 参加国 

HOT-MILAN 対戦車ミサイル 英国、オランダ 

ROLAND 短射程艦対空ミサイル フランス、ドイツ 

COBRA 妨害用地上レーダ フランス、ドイツ、英国 

FSAF 将来艦対空ミサイル 
（ファミリー化） 

フランス、イタリア 
 

PAAMS 
 

将来艦対空ミサイル 
（ファミリー化） 

フランス、イタリア、英国 
 

TIGER 多機能攻撃ヘリ フランス、ドイツ 

BOXER 多目的装甲車 ドイツ、オランダ 

A400M 
 
 

戦術＆戦略空輸機 
 
 

ドイツ、フランス、スペイン、

英国、トルコ、ベルギー、 
ルクセンブルグ 

FREEM 多機能小型駆逐艦 フランス、イタリア 

ESSOR ソフトウエア無線機 英国、フランス、ドイツ、

イタリア、スペイン、 
ベルギー 
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参考資料 5-3 フランス航空宇宙工業会 

 
１訪問先： フランス航空宇宙工業会：GIFAS（Groupment des Industries Francaises 

Aeronautiques et Spaciales） 
２訪問日時： 平成 21 年 12 月 1 日 09:30～11:00 
３訪問先面会者：国際部長 ヴァンサン・ゴリー 
             トーマス・シャテル 
４訪問者： 日本戦略研究フォーラム 田中伸昌、山崎 眞、畠山優悦 
５会議内容の概要： 
（１） GIFAS について 

  ア GIFAS は Trade Association であり、営利団体ではない。 
  イ 航空宇宙と安全保障を所掌している。 
  ウ １９０９年に４５人で発足、現在は EADS、THALES ほか２７０社がメンバー

である。９０％はフランスの航空宇宙会社である。 
  エ 各会社は人を GIFAS に派遣し、航空機設計を実習させなければならない。 
  オ GIFAS は２つのスポンサーを有し、毎月ボードミーティングを行う。 
   －会長は会社から選ばれる。 
   －GIFAS の戦略を決定する。 
   －企業を守る。 
   －パリ・エアショーを組織・開催する。 
   －非営利団体である。 
   －保険について討議する。 
   －日本の航空宇宙工業会はカウンターパートである。SST について共同している。 

（２） 航空宇宙関連 
  ア 防衛関係は大変難しい。 
  イ ヨーロッパにおける航空宇宙と防衛団体は非常に特殊な領域であり、余り多く

の顧客を有していない。 
  ウ 米軍の KC－135（GE）の CFM エンジンはヨーロッパ製である。 
  エ 顧客ベースでは、EURO COPTER のヘリを KHI が BK-117 として売り出して

いる。 
  オ GIFAS と EDA、OCCAR の違いは、 
   －EDA はさらに多くの任務を有するが、現在のところプロジェクトは持っていな

い。  
   －OCCAR は、NH-90、ミサイル等多くの防衛プログラムを持っている。 
  カ GIFAS はビジネスを行わないので行動が限られる。主として、助力したり、支

援するのが任務である。 
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  キ 国際業務グループは輸出を管制する。 
  ク 武器の貿易協定において、GIFAS はホットポイントについてのみ議論する。 
  ケ 日本ユーロコプターの防衛市場における主な議論点は、ヨーロッパ製の製品が

違う国の違う企業で生産されていることである。 
（３） ビジネスの実例 

  ア 米国とイスラエルが UAV の共同開発を実施しているが、キャッチアップが難 
しいと考えられる。国際共同からは、進歩が生まれなければならない。 

イ SNECMA のエンジンは軍用のみである。ミラージュに採用。 
ウ GE のエンジンは、20％軍用、80％民用である。 
エ 共同開発・生産はより大きな会社を作り出す。SNECMA は単独である。 
オ 我々は、国家間の共同を信じる。我々は、国際市場を見ている。 
 －ブラジルの軍用機市場は不安定である。韓国も同様。 
 －さらに新しい顧客の領域を持たなければならない。 
カ 我々は、防衛機器を良好な関係を有する国以外には売れない。 
 －国家間の協定が必要である。 
 －日本について、我々は国家間アグリーメントを求めている。 
キ 政策の変化があった場合、国際協力は困難となる。柔軟性が必要である。 
ク 国家間の秘密保全協定はケースバイケースで実施する。 

（４） 日本との関係 
  ア 日本は責任ある国家である。良好な相互理解が重要。LOI は価値を共有する。 
  イ センシティブな情報を交換することは可能である。日本は、軍用に特化されな

い技術を有する。例えば、ナノテクは非常に進歩している。 
  ウ 日本と共同開発できる分野は、 
   －航空機 
   －タンカー機（軍用７６７タンカーの例あり） 
   －７８７に戦闘機材を搭載 
   －軍用タンカーはそれ程特殊ではない。F-2 の後に、次期のプログラムが必要なの

ではないか？
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参考資料 5-4 EADS社 

 
１ 訪問先：EADS 社 
２ 訪問日時：平成 21 年 12 月 1 日 11:30～14:00 
３ 訪問先面談者 

EADS ジャパン社社長 ヴァンサン・ラルニコル 
  EADS インターナショナル社 輸出管理監査役 アーノー・イディア 
  ユーロコプター社副社長 アンドレア・ロエンスタイン 
    同     日本担当販売マネージャー ステファニー・トボリ 
  MBDA 社営業開発グループ ニゲール・スレード 
４ 訪問者 
  日本戦略研究フォーラム 田中伸昌、山崎 眞、 畠山優悦 
５ ブリーフィング等内容概要 

（１） EADS 社概要 
  ‐Aerospatiale Matra SA 社、CASA 社及び DaimlerChrysler Aerospace AG 社が合併

して、2000 年 7 月 10 日に設立された。航空宇宙・防衛企業として世界第 2 位の売

り上げを誇る。 
  ‐事業部門は多く分けて 4 つ（エアバス、ユーロコプター、Defense & Security、

Astrium） 
  ‐2008 年歳入総額 43.3B ユーロ、内防衛部門 11B ユーロ（総収入の防衛比率 25％） 
  ‐従業員約 12 万人を擁し米英仏独スペインほか世界各国に展開している。 
（２） EADS 社の輸出管理体制 
  ‐EADS 社はグローバルに展開する多国籍の企業から成るグループ企業であり、製品

の製造のためには国境を越えたアイテム、ソフトウエア、テクノロジー等の生産品

の移動は恒常的に起こっている。即ちそれらはすべて輸出であって Export License
を必要とする管理の対象である。 

  ‐グループ内の輸出管理組織は複雑であるが、間違いを起こさないように完璧を期す

体制を確立している。即ち、組織、機能、責任、手順書、各国の規則条令、法律等

を明確にするとともに輸出管理原則 16カ条を定めてグループ内の徹底を期している。

即ち、モノの仕分け（武器ライセンスか、両用ライセンスか、ライセンスを要しな

いか）、輸出禁止対象国或いは制限対象国の該当の有無、各国の法令の順守、企業と

しての戦略的な判断等、これらを行うグループ内における審査体制を確立している。 
（３）MBDA 社 
 ア．MBDA 社概要 
  ‐EADS 社（37.5％）、BAE Systems 社（37.5％）及び Finmeccanica 社（25％）が

出資して設立したミサイル部門専門の企業である。 
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  ‐仏、英、伊のミサイル関連企業を統合して 2001 年に MBDA 社を設立し、その後 2006
年にドイツの企業（EADS-LFK）を統合して現在に至る。 

  ‐従業員 9,500 人を擁し仏、英、伊、独、米に夫々子会社を設立し展開している。 
イ．国際共同プログラム 
 ①METEOR 

   ・長距離空対空ミサイル 
・英、仏、独、伊、スペイン、スウェーデンが採用しタイフーン、ラファール、グ

リッペン、JSF に搭載。 
  ②ASTER 
   ・中距離地対空及び艦対空ミサイルシステム 
   ・仏、英、伊の海軍が採用、仏陸空軍及びイタリア陸軍が採用。 
  ③Storm Shadow/SCALP 及び Taurus 
   ・航空機搭載空対地長距離ミサイル及び艦対地長距離ミサイル 
   ・空対地長距離ミサイル（Taurus） 
   ・欧州各国陸海空軍で採用 
  ④その他、英仏共同研究プログラム及び米国との共同開発生産プログラム（MEADS

等）。 
 ウ．欧州内各国独自ではミサイル部門の事業が成り立たなくなったため、欧州内関連企

業を統合して会社を設立し、事業として成り立たせることができるようになった。 
 エ．米国との共同については、米国主導となること、米国の ITAR 規則が厳しすぎるため

米国から欧州への技術移転が殆どない現状であることと、知的所有権の保護に困難

を抱えている。 
（４）ユーロコプター社 
 ア．会社概要 
  ‐仏、独、スペインの夫々長い歴史を持つヘリコプター会社が 1992 年に統合して

EUROKOPTER 社を作り EADS 社の傘下に入った。 
  ‐過去 11 年間対前年比 11％の歳入増を維持している。ヘリコプターは民間用及び軍用

それぞれ多機種（歳入比率：民需 55％、防衛 45％）に及び、世界 20 カ国に展開し

子会社を設立している。 
 イ．会社成功の要因 
  ‐仏、独、スペインの固有の企業ノーハウ、知能の結集。研究開発予算の集約。 
  ‐150 カ国以上に及ぶ顧客対応の経験。相手国への適応。濃密な支援ネットワーク。 
  ‐殆どのプログラムが国際共同によるものであり、社員は共同の在り方を熟知。 
  ‐異種先端技術の相互補填或いは融合による成果が顧客満足につながっている。 
 ウ．国際共同の進化 
  ‐国際共同の進化のプロセスは、①下請け契約、②ライセンス生産、③共同生産、④

共同開発、⑤企業合併、⑥Local Citizen になること。 
  ‐日本は③と④の中間にあり、今後、共同開発そしてその先へと進化させていきたい。 
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参考資料 5-5 スウェーデン安全保障防衛工業会 

 
１ 訪問先：スウェーデン安全保障防衛工業会（Security, Defense Industry） 
２ 訪問日時：平成 21 年 12 月 2 日 08:30～09:30 
３ 訪問先面談者（会議参加者） 
  安全保障防衛工業会 通信部長 マリネット・ラデボ 
４ 訪問者 
  日本戦略研究フォーラム 田中伸昌、山崎 眞、畠山優悦、中村 功 
  在スウェーデン日本国大使館防衛駐在官 1 等陸佐 我孫子 一 
５ ブリーフィング等内容概要 
（１）安全保障防衛工業会概要 
 ア．設立概要 
  ‐1986 年に設立され防衛及びセキュリテイに関連する産業界最大の組織。 
  ‐45 社（中小企業 35 社を含む）が参加しており防衛産業の 94％に相当。 
 イ．総売上額 
  ‐500 億 SEK（約 6,500 億円：2008 年） 
  ‐輸出が 50％を占める。 
  ‐防衛関連が 60％、セキュリテイ関連が 40％。 
 ウ．防衛産業界の変遷 
  ‐1552 年の AKERS KURTBRUK 社が最初の防衛産業。 
  ‐1937 年に SAAB 社が創設された。 
  ‐冷戦の前後で大きく状況が変化。 
  ‐防衛費の減少などから全ての防衛産業を維持することはできなくなり、統合化が  

始まり、国営産業は姿を消した。 
  ‐生き残った防衛産業は生存を賭け、海外市場に活路を見出した。 
 エ．防衛産業戦略 
  ‐欧州及び大西洋圏を主対象。 
  ‐北欧圏の国々と共同。 
  ‐研究・開発が重要。 
  ‐サプライチェーンの構築では中小企業が重要な役割を果たす。 
  ‐パートナーシップのツールとしてオフセットを活用。 
  ‐維持・支援のために官民連携（PPP）。 
  ‐国際マーケティング活動を重視。 
（２）国際共同開発について 
  ‐日本が国際市場に参画してくることは Welcome。
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参考資料 5-6 スウェーデン国防省軍事業務部 

 
１ 訪問先： スウェーデン国防省軍事業務部 
２ 訪問日時： 平成 21 年 12 月 2 日 09:30～11:30 
３ 訪問先面談者（会議参加者）： 
  国防省軍事業務部副本部長  セシリア・ルーストローム 
  国防省軍事業務部副部長   ペール・アンダーソン 
  国防省軍事業務部総務部長  アンドレアス・サベーリ 
  国防省軍事業務部特別顧問  海軍少将 ベント・ジャービット 
４ 訪問者 
  日本戦略研究フォーラム 田中伸昌、山崎 眞、畠山優悦、中村 功 
  在スウェ－デン日本国大使館防衛駐在官 １等陸佐 我孫子 一 
 
５ ブリーフィング等の内容概要 
（１）スウェ－デン軍軍事調達政策のトランスフォーメーション 

ア 冷戦以後、政策の大きな変革を実施した。  
その内容は、 

   －部品等を必要な時間に間に合わせる 
   －所要に合わせて購入する 
   －保管しない 
   －現用のものを性能向上する 
   －現在あるものを棚から取り出す 
   －ものが世界から購入できない時のみこれを開発する 
   －ものは世界中どこからでも購入する 
   －長期間のコミットメントを減らす 
   －リスクを見込む 

イ 変革の理由は、100％安全を取った補給は、経費が高くつくからである。 
ウ スウェ－デンの国防産業は 50％を輸出に頼っている。 
エ スウェ－デン軍の戦闘機は、自国から供給する部品は５０％である。 

他の部品は世界中の契約者から供給されている。（米国、英国等） 
 
（２）将来の関係（共同開発等）に関する討議 

ア スウェ－デンは現在 NH-90 ヘリコプター、GPS 誘導砲弾、X－CALIBER 等

について国際共同開発を実施中である。 
イ 国際共同開発の判断基準は、「ケースバイケース」である。 
ウ スウェ－デンは LOI のメンバーであるが、OCCAR のメンバーではない。 
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エ スウェ－デンは日本との共同開発について積極的である。 
オ スウェ－デンは 30 カ国と協力関係にあり、その数は増えつつある。 
カ 共同開発に当たって、政府間のアグリーメントが必要である。 
キ 共同開発は、双方の利益になる。 
ク スウェ－デンは日本との間において、アンブレラ MOU の締結を進めつつある。 
ケ スウェ－デンから日本への武器輸出は全く問題ない。 

（３）その他 
ア NETWORK CENTRIC WARFARE（NCW）について 
－スウェ－デンは NCW 先進国と言われるが、5 年前からこれに取り掛かったば 

かりで、それ程投資していない。 
 －NCW は、大変な経費がかかる。 
 －NCW は、情報をいかにして配分するかである。 
 －5 年間の野心的な計画を立てたが、今はその野心が低下している。 
 －スウェ－デンは 1994 年に意思決定者を一つに絞り、更に統合を進めた。 
イ 秘密保全について 
－スウェ－デンは米国との間で、GSOMIA を締結している。 
－スウェ－デンは、協力国との間に一般的な秘密保全協定を必要とする。 
－潜水艦等特別なものについては、特別な秘密保全協定を必要とする。
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参考資料 5-7 スウェーデン国防省国防需品管理局 

 
１ 訪問先：スウェーデン国防省国防装備庁 
２ 訪問日時：平成 21 年 12 月 2 日 13：00～14：00 
３ 訪問先面談者 
  国防装備庁情報保全法務部長 ヨハン・バックストロム 
   同上  戦略計画開発部分析官 グンナー・ウイストランド 
４ 訪問者 
  日本戦略研究フォーラム 田中伸昌、山崎 眞、畠山優悦、 中村 功 
  在スウェーデン日本国大使館防衛駐在官 1 等陸佐 我孫子 一 
５ ブリーフィング等の内容概要 
（１）国際共同開発・生産の主たる目的は、 
  ・ 研究開発並びに生産にかかるコストを参加国で分担することによる経費の分担 
  ・ 開発中のリスク並びに精算中のリスクの参加国による分担 
  ・ 技術・知識の共有 
  ・ インターオペラビリティの徹底 
（２）1990 年から 2009 年の間における国際共同進展の状況 
  ・1990 年には国際共同に関する MOU が 10 であったものが 2004 年には 24 になった。  
  ・1995 年：EU に加盟 
  ・1996 年：国防省がすべての装備品を国際共同で取得するとする試験を実施 
  ・1998 年：欧州 6 カ国（英、仏、独、伊、スペイン、瑞）による LOI 参加 
  ・2000 年：WEAG に加入 
  ・2004 年：欧州防衛庁(European Defense Agency: EDA)創設 
  ・2009 年：国際共同に関する MOU 締結が 27 カ国となる（トルコ及び日本とは交

渉中） 
（３）スウェーデンが加盟している 2 国間および多国間の国際共同組織・機関 

スウェーデンは軍事非同盟政策をとっているが、国際平和、地域平和のための組織、

機関には加盟している。次の 7 つである。 
・NORDAC、・NATO PfP、・EDA、・OCCAR、・LOI (Letter of Intent )、 
・GARTEUR（Group for Aeronautical Research and Technology in Europe） 
・ETAP (European Technology Acquisition Programme) 

（４）情報保全に関する組織及び文書 
  ①政府レベル   ：外務省－政府間覚書（MOU） 
  ②国防省レベル  ：国防省－秘密保全協定(GSA) 
  ③政府の機関レベル：国防装備庁－プログラム情報保全指令（PSI）（プログラム毎） 
  ④企業レベル   ：情報保全に関するレター(SAL)



 

206 

参考資料 5-8 スウェーデン戦略物資検査庁 

 
１ 訪問先：戦略物資検査庁(ISP) 
２ 訪問日時：平成 21 年 12 月 2 日 14:20 ～ 16:00 
３ 面談者 
    副長官 ジャンエリック・ロブグレン大佐 
４ 訪問者 
  日本戦略研究フォーラム 田中伸昌、山崎 眞、畠山優悦、中村 功 
５ 面談内容概要 
（１）輸出管理機構 

  スウェーデンにおける武器輸出管理システムが各防衛プログラム上、どのような

協力体制で展開されているか紹介する。 
ア 組織・責任・権限 
（ア）輸出管理関係組織(国防省(MOD)―防衛装備庁(FMV)と外務省(MFA)―戦略物資検

査庁(ISP)との関係等 
（イ）米国における輸出管理体制 
（ウ）軍用装備品の輸出管理処理 
イ 輸出管理評議会(ECC) 
（ア）評議会は、閣議決定事項で、かつ、議会承認事項であり、年に約 10 回開催さ 

れる。 
（イ）評議事項 
・ 国防省：防衛政策上の問題点を提示 
・ 外務省：国の外交上の問題点を提示 
・ 輸出管理機構：輸出管理上の問題点と前回から今回の会議までの輸出管理に関係す

る全統計的事項を提示 
ウ 審査基準 
（ア）輸出管理協定（主にワッセナーアレンジメント及びミサイル技術管理レジーム）  
（イ）国連、欧州連合と欧州安全保障協力機構 
（ウ）防衛物資の輸出上の欧州連合共通姿勢(体制) 
（エ）スウェーデン国内法及び同政府指針 
エ 指針 
（ア）輸出に関する無条件的制限 
・ 国連安全保障評議会の決議 
・ 国際合意（欧州連合、欧州安全保障協力機構における通商禁止） 
（イ）輸出に関する条件的制限 
・ 調達専従国又は国家公認国 
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・ 人権上の立場、軍事闘争、国内安全保障の現況、他の軍備に関し、実績をあげている

見込み 
（ウ）追従支援 
   早い時期に供給したシステムに対する予備品、弾薬の統制的可能性 
オ 最終使用者証明書 
    流通系統：供給者⇒購入者⇒承認省庁⇒スウェーデン大使館⇒戦略物資検査庁 
                 （調印） （管制、証明等） (外交特使(鞄)) 
カ 国際共同プログラムの概要 
（ア）2 国間共同：米国、南アフリカ共和国、オーストラリア 
（イ）多国間共同  
・ 北欧防衛共同機構(４カ国)；＋デンマーク、フィンランド、ノルウエー 
  防衛物資分野における産業界の共同事業の支援に関する協定書(輸出管理)  
・ 合意文書(6 カ国)；＋ドイツ、スペイン、イタリア、フランス、英国 
    骨格と成る協定書の輸出管理項目 
キ 南アフリカ共和国及びオーストラリアとの共同事業（輸出管理） 
  産業界の共同体制の簡易化並びに第三国移転の検討の為、システムの販売及び互 

恵的防衛産業の共同事業の成長等を取り扱う。 
ク 米国との共同事業（輸出管理） 

   信頼関係の構築により米国からの高度先端技術輸入の重要性を認識。 
・ 1998 年：覚書締結 
・ 2001 年：防衛関係貿易保全イニシアチブを設定 

 ・ 2003 年：行動基準を宣言。戦略物資検査庁と米国務省及び国防省との間で輸出 
         管理ワーキンググループを構成。 
・ 2009 年：防衛共同事業と技術保全に関する協定の締結 
 ケ 情報保全 
   保全情報の輸出に際しては、防衛装備庁が戦略物資検査庁及び装備化部隊との 

協議会を開催し、特に、戦略物資検査庁の輸出管理に関する助言が有用である。 
コ 輸出支援 

   国防省、国務省、防衛装備庁、防衛研究庁、産業界を中心となって輸出支援業務 
を調整する調整関係グループ(CRG)の活動においても同様に戦略物資検査庁の輸出 
管理に関する助言が必要である。 

（２）その他
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参考資料 5-9 英国貿易・投資庁国防安全保障局 

 
１ 訪問先： 英国貿易投資庁国防安全保障局（UK TI DSO） 
２ 訪問日時： 平成 21 年 12 月 4 日 10:00～12:00 
３ 訪問先面談者： 
  英国貿易投資庁国際通商副部長  ステファン・パルマー 

英国貿易投資庁アジア・太平洋チームリーダー  デービッド・バラス 
  英国貿易投資庁東洋地域日本担当   ラベンダー・オティエノ 
  英国貿易投資庁タイフーン作戦日本担当チームリーダー アンディ・デービス 
４ 訪問者 
  日本戦略研究フォーラム  田中伸昌、山崎 眞、畠山優悦、中村 功 
  在英国日本国大使館防衛駐在官 1 等海佐 寺田 博之 
 
５ 会議内容 
（１）防衛政策等について 
  ア 日本の防衛白書に相当するものは必要に応じて出す。1998 年に防衛大綱に相当

する Defence Strategic Review を出したが、2010 年 3 月に総選挙があり、英国

も政権が変わると予想されるので来年更新されるだろう。 
イ 2005 年に出された Defence Industry Policy も変えられるだろう。 

（２）調達全般にかかわる重要事項 
ア 取得政策は強力でなければならない。 
 －地政学的側面に拡張する必要がある。 
イ 補給の安全性・安定性 
 －機器・部品の高い使用率確保 
 －我々はシナジーを持っているか 
 －同じ機器・部品を使ってみる必要性 
ウ 企業の共通性 
 －相互運用性の向上 
 －進歩した技術製品の取得 
 －短い取得期間 
 －リスクの軽減 

（３）共同開発 
ア ベストの形態は２partner(nation) 即ち bilateral の関係である。 
イ ４partner はバランスの性格上難しい。 
ウ 一つの卓越した partner（例えば米国）を持つこと、例えば米国を入れた 3 partner

の形態は良い。但し、JSF(Joint Strike Fighter)については、米国という良い
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partner を持ったが、米国 500 に対して英国 150 であり、企業の観点から見れば

問題があった。 
エ 我々がどのような能力を必要とし、それを何処から買うのか。企業の能力に対す

る考慮が必要である。例えば UAV(Unmanned Air Vehicle)について見れば、フ

ランスとイタリアでは夫々の特徴がある。 
オ Partner との秘密保全上の関係は現実的に考える必要がある。 
カ 政治的リスクは最大の要素である。 
 －新しい政権の国防政策がどう変わるか。 
 －予算上の問題 
 －機器・部品の供給停止 
 －予算のリスクを共有するのに十分な partner 
  －MOU の締結 

（４）将来計画 
ア 英国は将来の開発武器を 18 に絞っている。 
 －資源を浪費しない。 
 －Defence Technology Strategy による。 
 －企業に対する戦略的ビジョンによる。 
 －戦略的アイテムに限定 
イ JSF の共同開発 
 －最新世代（第 5 世代）の航空機 
 －空母機として遠隔地に展開する力 
 －英国は JSF を買う必要がある。反対する人も居る。 
 －9 カ国で共同開発しているが、英国はレベル１の partner である。 
 －第 6 世代の戦闘機は UAV となる。 
 －JSF 計画の会計管理はベストである。 
 －JSF 計画とタイフーンの開発計画は大きく異なっている。タイフーン計画は 
  ヨーロッパの partner から成っている。 

（５）英国と日本の関係 
ア 政府間の agreement が必要である。 
イ 政府間の Security Master Document は 2009 年 1 月にサインが更新された。 
ウ まだ民－民のレベルではない。 
エ 顕著な進歩が起こりつつあると認識している。 
オ オープンマーケットは非常に有益である。 
カ 主要な機器について日本の企業は大変良い協力者となれる。 
キ 日本の武器輸出三原則政策が緩和されれば、日英間の共同に関する対話は顕著に

進展するだろう。
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参考資料 5-10 英国王立統合軍防衛安全保障問題研究所 

 
１ 訪問先：英国王立統合軍防衛安全保障問題研究所（RUSI） 
２ 訪問日時：平成 21 年 12 月 4 日 14:00～16:00 
３ 訪問先面談者（会議参加者） 
  RUSI 客員研究員 デイビッド・カークパトリック教授 
    RUSI アジア安全保障プログラム部長 アレクサンダー・ニ―ル 
    RUSI 国際安全保障研究部長 ジョナサン・エイアル 
    RUSI 軍事科学部長 マイケル・ゴドナー 
    RUSI 研究員 ジョン・ヘミングス 
  ロンドン・キングス・カレッジ東アジア安全保障講師 アレシオ・パタラーノ 
  アグスタ・ウエストランド社日本担当部長 アングス・マックリーン 
  MBDA 社営業部長 ロブ・ソーンリー 
  BME システムズ社事業開発担当副社長 サイモン・チェルトン 
４ 会議内容の概要 
（１）アグスタ・ウエストランド社 
 ア．会社概要 
  ‐アグスタ・ウエストランド社は、イタリアのフィンメカニカ社を親会社とするヘ

リコプター開発・製造会社であり、イタリアのほか英国及び米国に製造組み立て

工場を有する。 
  ‐軽量ヘリから重量ヘリに至る多機種多用途のヘリを製造するとともに、欧州や米

国の企業とジョイントベンチャーあるいは共同プログラムで提携する等、回転翼

機市場でグローバルに活動する企業である。 
 イ．川崎重工㈱との共同 
  ‐川崎重工は、アグスタ・ウエストランド社が開発製造した EH-101 多用途ヘリコ

プターのライセンス生産契約を同社と締結し、同機をベースに海上自衛隊の掃海、

輸送ヘリとしての機能を備えた機種、MCH-101 型機を製造した。 
  ‐欧州メーカーの機体を自衛隊がライセンス生産で取得した初のケースであり、日

本企業と欧州企業との共同事業としての代表的な成功事例である。 
（２）MBDA 社の外国との共同開発・生産 
  ‐MBDA 社の中心的な事業である 3 つのプロジェクト、即ち①METEOR 長距離空

対空ミサイル、②ASTER Family 中距離地対空ミサイルシステム、③Storm 
Shadow / SCALP 及び Taurus ミサイル、これらはいずれも外国との多国間共同プ

ログラムによるもの。  
  ‐①の METEOR は、英、仏、独、伊、スペイン、スウェーデンの 6 カ国の共同プ

ロジェクトである。ワークシェアは出資比率に応じている。 



 

211 

  ‐米国との共同共同開発としては、ASRAAM、AMLRS、Direct Energy 等のプロジ

ェクトがあるが、米国主導、厳しい ITAR 規則適用等難しい問題がある。 
  ‐かつて日本に AMLARM の共同開発・生産を提案したことがあるが、秘の軍事技

術情報の保全体制に問題があり実施できなかった。もちろん三原則問題もあった。 
（３）冷戦後における英国防衛産業の変化 
 ○冷戦終結→防衛予算圧縮→米国巨大防衛産業出現、等に伴い英国防衛産業の再編、国

有から私企業へ、防衛市場における自由競争主義の徹底等が生じた。 
 ○1998 年英国防省は“Strategic Defence Review”を発表し自由競争主義の行きすぎ

を是正する“スマート調達”を提唱し実行していった。即ち、価格競争のみによら

ないでライフサイクルコスト、性能とコストのトレードオフ、契約成立後の企業と

国防省との緊密な共同関係の確立等である。 
 ○2005 年に国防省は“Defence Industrial Strategy”を発表し、長期にわたる国防省

と企業との安定的で良好な関係の確立の重要性を強調し、国防省と企業間の

“Strategic Partnering Arrangement”の締結を推進した。 
 ○外国企業を排除した国内企業のみによる市場の独占体制は非効率的であって、外国

企業も自由に参入させた多国間共同関係の確立が是非とも必要である。 
 ○これら防衛産業政策及び防衛産業戦略の推進と環境の整備、そして企業の努力の結

果、1990 年代には BAE システムズ社は国際的な企業へと成長した。フィンメカニカ

社も国際的な企業へと成長している。MBDA 社はミサイル分野における世界ナンバ

ーワンの企業となった。これらはいずれも国際共同を進めるとともに国際競争市場へ

進出していった結果である。 
 ○国際共同で注意を要する問題は、装備品の共同開発→生産→装備→運用・後方支援

というライフサイクルを通じて「どこまで部隊運用の主権を確保できるか？」という

問題である。この点で米国との共同は極めて重要であるが、英国の部隊運用主権を確

保するために英国によるコントロールのレベルを上げるために多大の努力をしてい

る。その意味では欧州諸国との共同の方がよりやり易い。 
 ○英国の経験からすると、多数国で役割・任務・能力の協議を始めるのは時間がかか

りかつまとまりにくい。したがってまず 2 国間で始めるのが最善である。そのあとで

多数国に広げていけばいい。 
 ○国際共同を進めるにあたっては、次の 3 つの要件を満たすことが不可欠である。即

ち、①政府間の協定が必要である、②情報保全体制についての合意が必要である、③

武器輸出管理を実行する組織的な体制が必要である。 
（４）日本にとっての変化のオプション 
 ア．BAE システムズ社の国際共同プロジェクトの代表的な事例 
  ①F-35 ジョイント・ストライク・ファイター 
   欧米はじめ 11 カ国が参加するプロジェクト。英国は 10～18％のワークシェア。 
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  ②ユーロファイター・タイフーン 
   英国主導の共同プロジェクトで独、伊、スペインが参加している。英国は 33％の

ワークシェア 
  ③将来英海軍航空母艦 
   プライムコントラクターは英国防省及びタレス社である。BAE システムズ社も参

加する共同プロジェクトである。 
  ④国際ジョイントベンチャー企業とのパートナー提携 
   MBDA 等のジョイントベンチャー企業と提携して各種プロジェクトに参加。 
 イ．国際共同の利・不利 
 （ア）利点 
  ①先進技術装備品の取得による防衛能力の向上 
  ②インターオペラビリティの達成 
  ③開発コスト、生産コストの分担による負担経費の軽減 
  ④競争力の獲得 
  ⑤単独では達成できない合理的価格での所要数量の取得 
  ⑥新技術の獲得 
  ⑦将来研究開発のための要素技術の蓄積 
  ⑧特殊技術者の育成及び確保 
（イ）不利点 

  ①運用要求の差異の調整が複雑で困難 
  ②計画管理の困難性 
（ウ）結論 

  国際共同はすべての問題を解決する回答とはならないが、顕著な利益をもたらすも

のであることは事実である。 
 ウ．アンケートに対する BAE システムズ社の回答 
（ア）日本が現状政策を維持した場合、次のような不利を被るであろう。 

  ‐例えば F-35 のような国際的なメジャーなプログラムに参加できない 
  ‐米国からの技術移転は減少するであろう 
  ‐装備品取得に高いコストを払わなければならない 
  ‐先進技術研究へのアクセス機会が少なくなる 
  ‐インターオペラビリティを達成するのが困難 
（イ）日本が現状政策を変更し、国際共同プロジェクトへの参加許可、情報保全体制

整備、政府間アグリーメントの締結、等を実施した場合 
  ‐日本の国際共同プログラムへの参加は歓迎される 
  ‐双方向の技術移転が可能になる 
  ‐企業間の国境を越えたパートナーシップが成立する 
  ‐インターオペラビリティがより良く達成される 
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参考資料 5-11 ロッキード・マーチン社 

 
１ 訪問先：ロッキード・マーチン 
２ 訪問日時：平成 21 年 12 月 7 日 09:30~11:30 
３ 訪問先面談者： 
    北アジア担当部長  ロイス・キャプリンガー 
    国際業務部長    ジョン・ウオドロップ博士 
    F－２計画本部長代理 ジェフ・ウインター 
    世界安全保障政策部長 ウエイン・シュローダー 
    国際業務開発主任  ジョン・ポリン 
４ 訪問者： 日本戦略研究フォーラム 田中伸昌、山崎 眞、畠山優悦、中村 功 
５ プレゼンテーション・会議内容の概要 
 （１）F-2 日米共同開発計画 
  ア F-16 をベースにしているが、大幅な改造を実施 
  －日本は、1987 年に F-16 を選択した。（F-15、F-18 を選択せず） 
  －日本は、F-16 の技術を吸収し、日本部分の設計を担当し、共同開発の経験を得た。 
  －米国は、通商、技術と経験を得た。 
  イ MHI がプライムコントラクター 

ロッキード・マーチン（LM)、KHI, FHI が主要サブコントラクター 
  －日本企業が 60％、米国企業が 40％のワークシェア  
  －契約は民間契約であったが、政府の管理下で実施。 
  －部品やツールの契約確定には長いリードタイムを要した。 
  －すべての契約は予定より早く順調に実施できた。 
  －いかなる変更も相互の調整によりアグリーメントを取った。  
  －契約のやり方はリスクを極限した。  
  ウ 開発過程 

－LM は WINGBOX の製造技術に関心があり、MHI との交渉によりこれを得た。 
－いくらかのワークシェアはコストの分析によって決めた。（例えば、AIS を LM 所

掌から外す。LM は左側の WINGBOX のみ製造。DEEU は F-16 の現用 EXDEEU
を使用等） 

－いくつかのワークシェアは技術的分析によって決めた。（例えば、MHI は

WINGBOX のプライムコントラクターになった。LM は mfg 技術の吸収のため

WINGBOX を製造した。LM は F-16 の技術支援を実施等） 
－技術移転は、相互主義とし政府間のアグリーメントを取った。また、リリースでき

ない技術を明記した。 
－初期の LM から MHI へのデータ移転は SPO の評価を要した。LM は効果的な高
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強度・軽量の構造を設計、製造、評価する技術を欲していた。MHI は WINGBOX(Co
－Cured Composite Structure)について“Leader－Follower”の関係とし、LM
は Follower となった。 

－MHI は WINGBOX 技術を教えるにあたって“Building－Block”方式を取った。 
－LM は日本で、MHI/FHI は Fort Worth の現場で作業したことが信頼と理解を生

み、成功裏に技術移転を行う要因となった。 
エ 他の計画への波及効果（技術移転） 
－WINGBOX 共同開発技術は F-22 の Invar Tooling、F-35 の“Building Block”方式、

F-35 の“Leader－Follower”関係に、MHI の Co－Cured Composite 技術はボーイ

ング 787 及び MHI Regional Jet(MRJ)に直接的、間接的に使われている。 
オ 将来に向けての教訓 
－開発目的を決定するにあたり、Best in Class、Total Cost of Ownership(Best Value), 

Follow-On Application をベースに決めた基準を使用 
－すべての partner が共同作業を希望し成果を共有すれば、共同関係は増進する。 
－開発計画が成功すれば、生産計画の成功の基盤ができる。 
－統合チームの計画の一部として相互駐留を実施すれば、企業間の共同と継続的な関

係、信頼の増進を築ける。 これは、以後の計画のためのより良い基盤となる。 
－計画の出来るだけ早い時期に、技術移転、データ移転の方法、訓練、管理について

明確に規定する必要がある。 
－言葉の違い、仕事のやり方、仕事場の文化等について認識し、早めに準備する。 
－契約の実施にあたっては、 
契約の範囲は、製品の知識の範囲とその段階に適した到達可能範囲に限定する。 ま

た、長いリードタイムを要するアイテムについては長いリード期間を見込み、契約

に避けられない変更を見込む。 
－複雑な仕事には”Building Block”方式を適用する。これにより、段階的進歩のある

開発と計画のリスクの軽減が図れる。 
 
 （２）BMD OA（Open Architectur）の共同 
   ア 日本と米国間の BMD MOU は 2004 年 12 月 17 日に締結された。 
   イ 日本と米国間の BMD OA 開発に関する協力関係も出来ている。 

－米海軍と防衛省技術研究本部の間で 2009 年 4 月に OA の共同開発に関する協議が

開始された。 
－2010 年に計画が開始される。 
－米海軍と防衛省は対等の関係である。 
－双方は予算を要求する。   

ウ 米海軍では、LCS(Littoral Combat Ship) OA に関する契約とコーストガード
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の Deepwater 計画の OA に関する契約が 2009 年に締結された。 
エ DDG「あたご」クラス及び「こんごう」クラスの OA 改造（性能改善）につ

いては、次が対象となる。 
－大型スクリーン表示 
－コンソール-コンピューター間のネットワーク・インターフェース 
－ライフサイクル・サポート 
－訓練 
－民用コンポーネントの適用 

   オ 第三国への移転は、SM－３ミサイルと同様、まだ調整中である。 
   カ 秘密情報に関する DSP-83 は初めての適用である。 
   キ AEGIS（OA）共同開発は、今後の重要なマイルストーンになる。また、顕著

なビジネス機会になるであろう。 
   ク 将来の武器共同生産は、両国の協力関係を通して生まれる。将来的には、

AEGIS や JADGE において共同の機会があるであろう。
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参考資料 5-12 ボーイング社 

 
１ 訪問先：ボーイング社 
２ 訪問日時：平成 21 年 12 月 7 日 13:30 ～ 15:30 
３ 面談者 
    国際事業部長 デニス・ズグシュミット 
４ 訪問者 
  日本戦略研究フォーラム 田中伸昌、山崎 眞、畠山優悦、中村 功 
５ 面談内容概要 
（１）ボーイング社の概要 
  ア 事業構成（統合防衛システム(IDS)―民間航空機） 
    2008 年度の総売上(60.9B ドル)では、IDS と民間航空機部門とは、ほぼ同等で

あるが、多少 IDS の方が上回っている。 
  イ IDS 組織体制 
    役員体制が紹介された。 
  ウ IDS 販売分布 
    2008 年度の総売上(32B ドル)に対する各部門別の内訳は、次の通りである。 

（ア）Boeing Military Aircraft   : 42％ 
（イ）Network & Space Systems : 35％ 
（ウ）Global Services & Support : 23％ 

  エ  IDS 事業概要 
（ア）Boeing Military Aircraft    
  a  Airborne ASW & ISR  
    b  Global Mobility Systems 
    c  Global Strike Systems 
    d  Rotorcraft Systems 
    e  Unmanned Airborne Systems 
    f  International Tankers 
（イ）Network & Space Systems  

a  C3 Networks  
    b  Space & Intelligence Systems 
    c  Space Exploration 
    d  Missile Defense Systems 
    e  Combat Systems 
    f  Intelligence & Security Systems 
（ウ）Global Services & Support 
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a  Maintenance, Modifications & Upgrades  
    b  International Support Systems 
    c  Advanced Global Services & Support 
    d  Training Systems and Services 
    e  Defense & Government Service 
    f  Integrated Logistics 

オ 全社的将来構想 
      次の 4 部門の代表的対象プログラムが紹介された。 

（ア）Analysis, Modeling, Simulation & Experimentation 
（イ）Advanced Boeing Military Aircraft(Long Range Strike etc.) 
（ウ）Advanced Network & Space Systems(Maritime Domain Awareness etc.) 
（エ）Advanced Global Services & Support(Logistics Command & Control etc.) 

 カ IDS 将来構想 
      主要 3 部門における 7 構想が紹介された。 

（ア）有人、無人軍用航空機 
（イ）統合化、実視界、商用基盤 C4ISR 防衛能力 
（ウ）ネットワーク設計と統合 
（エ）統合化秘密保全とサイバーテロ保全システム 
（オ）国際共同事業とそれに対する積極姿勢 
（カ）ボーイング社製及び他社製品の維持(整備) 
（キ）多様化する国防事業へのサービス 

キ IDS 戦略的取得政策 
    主要 3 部門における 6 構想が紹介された。 

（ア）無人システム能力 
（イ）ScanEagle と統合化 ISR システム 
（ウ）実視界 C4ISR 能力 
（エ）情報保全領域の企画と顧客対応 
（オ）ロジスティック指揮統制（管理） 
（カ）USTRANSCOM 衛星事業と空中移動指揮システム  

ク 日本における IDS 活動経緯（財産） 
  日本との共同（ライセンス）事業としての軍用航空機、ヘリコプター並びに宇宙 

事業等の主要事業の経緯が紹介された。 
ケ 日本との共同事業及びライセンス国産の実態 

・ 日本国内におけるボーイングの事業は 17,000 を超えている。 
・ 日本の航空機産業の 33％以上の代業を担っている。 
・ 日本で就航している航空機の代表的存在が紹介された。(AWACS & Tanker) 
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・ ライセンス国産のモデルは、民間事業基盤で保持している。 
コ 陸自ヘリコプター(Chinook)の維持整備並びに更新等 

・ 陸自ヘリコプター(Chinook)は、ボーイング社からのライセンス国産合意に基づ 
き、川崎重工業(KHI)と共同生産されている。最終組み立ては、KHI 岐阜工場で実施

されている。日本国内での生産は、年間平均で 2 機である。 
・ ボーイングと KHI は、有効期間 25 年の現行ライセンス合意(文書)を 10 年間延 
長するために、2009 年 7 月再調印した。 
・ ボーイングと KHI は、2009 年、Chinook 生産 25 周年記念の式典を日本で開催し 
た。   

サ 空自空中給油機(KC-767Js)の今後 
・ 日本の防衛省に引き渡された 3 機の空中給油機は、荷物輸送支援、自然災害に 
おける被災者人道救助支援並びに国内最初の空中給油活動に供する。 
・ 3 機の空中給油機は、現在、空中給油機としての最大能力発揮を目的とした飛 
行運用試験中である。 
・ 空中給油機(KC-767Js)は、競合 KC-X 給油機の能力を兼ね備えた空中給油機と 
してボーイング社が提供する KC-7A7 同属機である。ボーイング社が多彩な顧 
客の選択に対応するために設定した独自の中核資産の一部である。 
・ KC-7A7 は、空中給油機として製造並びに改造する上でのボーイング社の経験を 
反映した中核機である。 

シ 空自 AWACS(E-767)における共同維持整備体制 
・ 4 機の E-767 は、1998-99 年の間に有償援助契約(FMS)と民間契約の合同契約 
により日本に引き渡された。 
・ 2001 年 4 月に飛行運用試験により最大能力発揮状態が確認された。 
・ 1998 年 3 月に引き渡された 2 機と 1999 年 1 月に引き渡された 2 機の計４機の 
AWACS 引渡し 10 周年記念式典が 2009 年 3 月に挙行された。 
・ 防衛省は、ボーイング社と日本国内企業連合(KHI,東芝,伊藤忠商事)との合同に 
よる良好な維持整備体制を公に承認した。 
・ 防衛省、ボーイング社、米空軍並びに日本国内産業(KHI,東芝,伊藤忠商事)は、 
今後の機能性能向上並びに維持整備における継続支援を確認した。 
・ ボーイング社は、同盟国の共同互恵パートナーとして、共通能力の最大化を目 
指した能力向上計画立案を持って航空自衛隊を継続して支援する。 

（２）その他
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参考資料 5-13 レイセオン社 

 
１ 訪問先：レイセオン社 
２ 訪問日時：平成 21 年 12 月 8 日 13:30 ～ 15:30 
３ 面談者 
    アジア・太平洋部長 ジェームス・ドーラン 
４ 訪問者 
  日本戦略研究フォーラム 田中伸昌、山崎 眞、畠山優悦、中村 功 
５ 面談内容概要 
（１）国際共同開発の事例 
 ア 弾道ミサイル防衛用スタンダードミサイル(SM-3 BlkIIA) 
  （ア）「弾道ミサイルフレームワーク MOU」を締結し、日米共同事業として運営され 

ている。因みに日本の受注会社は、三菱重工業㈱である。 
 （イ）搭載艦艇は、日米が保有しているイージス艦(CG 及び DDG)である。 
 （ウ）日本は、平成 16 年度に「こんごう」級イージス艦の近代化として 1 隻⁄年ずつ 
    改造(SM-3 BlkIA)並びに発射試験(CSSQT)を実施している。 
 （エ）対象発射装置は、現在、MK41 VLS だけである。 

（オ）ミサイル誘導アップリンクは、S バンドと X バンドの両方に対応する。 
（カ）平成 21 年度から SM-3 BLKIA の整備が日本国内で開始される計画である。 
   本整備も日米共同開発と同様、三菱重工業㈱が受注している。 
（キ）イージス艦は、現在、スペイン、韓国、オーストラリアで建造・運用されてい 

るので、SM-3 BlkIIA の共同開発終了時期(2015 年頃)に武器輸出三原則に関連

する第三国移転の問題が生起し、それに対する日本の対応が迫られることにな

る。 
イ NATO ESSM 
  （ア）NATO シースパロー連合によって共同運営されている。 

（イ）12 カ国が加盟し、非加盟 6 カ国も装備運用(合計 18 カ国)している。 
   （オーストラリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、ドイツ、オランダ、 

ノルウエー、ギリシャ、ポルトガル、スペイン、トルコ、アメリカ） 
（ウ）対象艦艇は、109 隻、追加計画は、63 隻、艦艇タイプは、合計 27 種である。 
（エ）日本は、平成 16 年度に採用を開始し、DD 艦及び DDH 艦に搭載している。 
（オ）対象発射装置は、MK 29 GMLS, MK48 GMVLS, MK41 VLS, MK57 VLS, 
     MK56 DPELS に対応し、6 種類の戦闘指揮システムに対応する。 
（カ）ミサイル誘導アップリンクは、S バンドと X バンドの両方に対応する。 
（キ）日本では、三菱電機㈱がレイセオン社からのライセンス国産を実施中である。 

ウ Rolling Airframe Missile 
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（ア）米国とドイツとの 2 国間共同プログラムとして運営されている。 
（イ）シーカーは、RF と IR のデュアル誘導方式を採用している。 
（ウ）低高度目標対処能力を有し、かつ、モード切替によりヘリコプター、対空及び対

水上目標に柔軟に対応可能である。 
（エ）誘導は、艦載指揮装置からの初期誘導設定だけで、発射後は、自律ホーミングす

る方式である。 
（オ）米海軍採用の Ship Self Defense System 及びドイツ海軍採用の AN/SWY の戦闘

指揮システムに対応する。 
（カ）搭載艦艇は、CV/CVN, LHA, LHD, LPD, LSD&LCS である。 
（キ）相似システムとして、Phalanx CIWS と RAM を組み合わせた簡易型システム

SeaRAM がある。米海軍 LCS 及び海自平成 22 年度調達 DDH への装備化が計画

されている。 
エ MEADS(Medium Extended Air Defense System) 
（ア）米国、ドイツ、イタリアの 3 カ国による共同開発となっている。 

開発当初は、フランスも共同開発国であったが、1996 年に脱退している。 
（イ）NATO におけるパトリオットミサイルの後継地対空ミサイル開発計画である。 
   イタリアの場合は、ナイキハーキュリーズミサイルの後継となる。 
（ウ）配備開始は、CY2012 を予定している。 
（エ）経費分担は、米国 58％、ドイツ 25％、イタリア 17％である。 
（オ）ミサイルは、パトリオットミサイル(PAC-3)を射程延伸した改良型であり、直撃に

より弾道ミサイルを迎撃するだけでなく、航空機及び巡航ミサイルをも迎撃可能

とする多目的システムである。 
 （カ）システムは、捜索レーダ、射撃管制レーダ、射撃統制システム、ミサイル発射装

置(垂直発射方式)並びにミサイル装填機等から構成されている。 
各々のシステムは、C-130 郵送機により輸送可能なサイズである。 

（２）Inquiry に対する回答（個人的意見として回答） 
ア 日本政府の武器輸出三原則等の政策が現状のままの場合でも、現行のスタンダードミ

サイル SM-3 BlkIIA の日米 2 国間共同開発に代表される様に、この形態での共同プ

ロジェクトも歓迎される。したがって、この場合は、case by case で許容、成立する

ものと思量される。 
イ 前項に反して、日本政府が武器輸出三原則等の政策を撤廃した場合でも、国際的観点

から日本の日米２国間及び多国間共同開発等プロジェクトへの参画を肯定、歓迎する。 
ウ 前項の様に、日本政府が武器輸出三原則等の政策を撤廃して、国際共同開発等のプロ

グラムに参入する場合、欧米武器マーケットに対する影響としては、現行の欧米間で

実施されている国際的共同事業の現状から判断すると、必ずしも楽観視出来るもので

は無く、産業競争力に根ざした国際競争力と政府による強力な支援等により裏打ちさ
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れた背景が必要である。産業界としては、先ず、Joint Venture 的事業の開拓から模

索し、次第に政府が介在する国際的多国家間事業へと発展して方式が妥当と思量され

る。その代表的存在としては、韓国政府と韓国企業が一体となって展開している防衛、

武器ビジネスアプローチが正に強力な国際競争力を背景にして展開されている実例

として挙げられる。 
エ 多国間防衛ビジネスの円滑実施としての国際安全保障の立場からは、GSOMIA に関

する法整備は必要条件とされるが、それは、当事国の国情に応じて、国内問題とし

ての処理(法整備)から国際的信頼を獲得する道程が有用である。
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参考資料 5-14 国家防衛産業協会 

 
１ 訪問先：国家防衛産業協会（National Defense Industrial Association） 
２ 訪問日時：平成 21 年 12 月 9 日 09:00～11:00 
３ 訪問先面談者（会議参加者） 
  国家防衛産業協会 フランク・セバスコ 
４ 訪問者 
  日本戦略研究フォーラム 田中伸昌、山崎 眞、畠山優悦、中村 功 
５ ブリーフィング等内容概要 
（１）国家防衛産業協会概要 
 ア．概要 
  ‐国家安全保障のために政府と産業界との間の相互ネットワークを提供し、最新の 

技術開発状況、防衛政策等の情報を官民で共有することを主目的とする非営利団

体。 
  ‐1919 年の ADPA (American Defense Preparedness Association)及び 1944 年の

NSIA (National Security Industrial Association)を母体に1997年3月に設立され

た。 
 イ．構成（2009 年現在） 
  ‐1,375 社のコーポレート・メンバー及び約 47,000 人の個人から構成されている。 
  ‐32 の部門と 7 つの産業界のワーキング・グループからなる。 
 （２）国際共同開発について 
 ア．日本の輸出管理政策が現状どおりの場合 
  ‐2 国間での共同開発、共同生産は Welcome であるが艦艇の建造だけは 1990 年か

ら規制され、米国以外での開発・生産はできない。 
  ‐武器輸出三原則により技術に関してのみ輸出が許可されており、JMTG (Joint 

Military Technology Group)で対象アイテムが検討されているが余り実例がない。 
  ‐例外は BMD で、イージス艦の SM-3 が共同開発されている。米国は将来、欧州に  

部品を供給したい意向を持っているが、武器輸出三原則の制約でかなわない。 
  ‐一方、米国の輸出管理も煩雑で改良の余地があるが、これまで 3 人の大統領が改

善を実現しようとしてきたが、官僚の力が強すぎるため未だに実現できていない。

日本の輸出管理政策が変更された場合 
 ‐2 国間での共同開発、共同生産もしくは日本が国際共同開発に参画することには

Welcome。 
 ‐最近の NCW の環境では、民間の IT 技術、特に情報通信、コンピュータ及びソフ

トウエアの技術を軍事で活用している。 
 ‐防衛産業界は、成長するためには優秀な技術者を多数集める必要があり、大きな  
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投資が必要となる。そのためにも大きな市場が必要であり、市場拡大のために輸

出は避けられない。民間の自動車産業と同じである。 
 ‐EU は米国程、自国内の市場が大きくないために輸出への依存度が高くなる。 
 ‐輸出管理の制度としてはスウェーデンの輸出審査委員会による審査制度がコンパ

クトで迅速な判断を可能としており望ましい。 
 ‐輸出管理は単に防衛面からの判断では決められない。例えばドイツは輸出の比率

が 50％あり、台湾にも潜水艦を輸出しているが、輸出量が特出してくると中国か

らクレームをつけられ（ドイツから中国への）輸出に悪影響が出てくる。このよ

うに輸出管理は防衛・外交を含めトータルで政策を決める事項である。
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参考資料 5-15 米国国防省アジア太平洋安全保障担当国防次官補オフィス 

 
１ 訪問先：米国国防省アジア太平洋安全保障担当国防次官補オフィス 
２ 訪問日時：平成 21 年 12 月 9 日 13:50～14:50 
３ 面談者 
  アジア太平洋安全保障担当国防次官補オフィス日本担当部長 ジョン・ガイス 
            同          日本担当課長 ジェイソン・ハム 
４ 訪問者 
  日本戦略研究フォーラム 田中伸昌、山崎 眞、畠山優悦、中村 功 
５ 面談内容概要 
（１）日本が国際共同開発・生産プログラムへ参加するためには、現在の武器輸出三原

則等政策の完全な緩和、即ちオリジナルの三原則政策への復帰が不可欠である。 
（２）アンケートに対する回答（議題 B-1） 

ア．現状政策のままの場合 
（ア） a － 共同開発・生産プロジェクトへの参加を歓迎する。 
（イ） b と c の中間のケースもある。即ち、プロジェクトの性格によっては、 現

状政策の下では第三国移転の問題あるいは情報保全上の問題等のため日本と

の共同は余りやりたくない、もしくは全くやりたくないというケースがある。 
イ．.武器輸出三原則等政策を改定した場合 

   ○日本との共同開発・生産或いは日本の国際共同開発・生産プログラムへの参加

を歓迎する（回答 a）。但し、その場合には第三国移転の問題及び情報保全体制

の問題等は解決されている必要がある。 
   ○いずれの場合も、Role－Mission－Capability の協議を通じて Requirement を

策定し、共通の Requirement に基き共同開発するというものである。 
ウ．アンケート 3 に対する回答は、国防省取得・技術・兵站担当次官補オフィスで。 

（３）日米間の防衛装備品協力にとって障害となっているもの（議題 B-2） 
   武器輸出三原則等政策が日米間の防衛装備協力を進める上で障害となっている。そ

のほか先に締結した GSOMIA（軍事情報包括保護協定）の規定の不備があること及

び日本にはスパイ防止法がないことが挙げられる。 
（４）日本との今後の望ましい防衛装備協力の在り方 
   先進防衛装備品の開発に関する国際共同プログラムへ日本が参加すること。
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参考資料 5-16 GARアソシエーツ 

 
１ 訪問先：GAR アソシエーツ 
２ 訪問日時：平成 21 年 12 月 10 日 09:00～10:30 
３ 訪問先面談者 
  GAR アソシエーツ代表取締役 グレッグ・ルビンシュタイン 
４ 訪問者 
  日本戦略研究フォーラム 田中伸昌、山崎 眞、畠山優悦、中村 功 
５ 面談内容等概要 
（１）最近の日米関係等 
 ‐本来なら新政権どうしで将来を見通した日米安全保障関係についてビジョンを持っ

て討議すべき時なのにそれができていない。普天間問題は 13 年間日米両政府で協議

してやっとこぎつけた両政府の合意事項であり政府間の約束事である。 
 ‐将来を展望する意味では、日米のみにとらわれず欧州を交えた日‐米‐欧の多国間

協議の場を作るべきだと思っている。そのようなセミナーを英国関係者と協議してい

る。 
（２）今回の JFSS の調査研究テーマについて 
 ‐日本の防衛産業の国際共同開発プロジェクトへの参加についての今回の JFSS の研

究テーマは、タイミングといい調査研究内容といい非常にいいと思う。 
 ‐スウェーデンは、冷戦終了に伴いそれまでの兵器国産主義から脱してグローバルな

マーケットでコストエフェクティブな兵器を取得する政策へと転換した。 
  ・背景としてはソ連崩壊により直接的脅威の切迫感が無くなり、防衛態勢整備に時

間的余裕ができたため時間をかけて防衛態勢の再構築を図っている。 
  ・防衛予算の削減により国産品だけで整備するのは財政的に困難となった。 
  ・一方で国内防衛産業維持のため冷戦時代から続けている武器輸出を強力に推進。 
 ‐スウェーデンは武器輸出管理の体制が極めてユニークである。政府の所掌オフィス

は装備庁（FMV）であり、輸出審査は輸出審査委員会行うがこれには与野党の国会

議員が参加している。武器輸出の長い歴史があり、武器輸出に対する国民のコンセン

サスがあるからできることである。 
（３）日米防衛装備協力について 
 ‐日米防衛装備協力については、これまで日米間の各種会議或いはセミナー等に講師

等として参加し述べているように、当初、輸入から始まりライセンス生産へと進み共

同開発までこぎつけているが、これからは運用要求の策定から始まり装備品の用廃に

至るライフサイクルのすべてにわたるレンジで日米防衛装備協力を考えるべきであ

る。 
 ‐その際特に、Role→Mission→Capability に至る初期段階の協議を経て Requirement
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を導き出し、共通の Requirement について既存品がない場合共同開発へ進む、とい

うプロセスを踏むべきである。 
 ‐今後の対外的な防衛装備協力において最大の障害は、武器輸出三原則等政策である。

これがあるために第三国移転もできず共同開発が進展しない。また、ミサイル防衛シ

ステム以外の装備品、さらには欧州各国との共同開発等の道が閉ざされている。 
 ‐武器輸出三原則等政策をあらためるということは、元々の三原則政策にかえるのみ

ならず、関連するシステムの整備が不可欠である。日本は過去 35 年近くにもわたっ

て武器輸出とは無縁であったためにそのようなシステムの整備には時間がかかるで

あろう。 
 ‐武器輸出管理は総合的な国家の安全保障政策の中の一つであって、その意味、価値、

手段、国益、グローバル或いは地域的なそして日本の安全保障に及ぼす影響等につい

ての深い洞察がなければならない。
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参考資料 5-17 米国国防省国防次官（取得・技術・兵站担当）オフィス 

 
１ 訪問先：米国国防省国防次官（取得・技術・兵站担当）オフィス 
２ 訪問日時：平成 21 年 12 月 10 日 14:00～16:00 
３ 訪問先面談者：太平洋地域軍備協力本部長 ブルース C. バディ 
４ 訪問者：日本戦略研究フォーラム 田中伸昌、山崎 眞、畠山優悦、中村 功 
５ 会議内容の概要 
（１）全般 

ア 企業の共同としては一つのタイプとしてノースロップ・グラマンのヨーロッパ企

業とのエアバス A300 共同生産がある。これは、一つのプログラムを推進するタ

イプである。 
イ 共同には戦略的な共同と戦術的な共同があるが、日本の防衛産業は戦術的な共同

を目指す必要がある。トヨタは国際的に数多くの企業と連携している。 
ウ 武器輸出三原則（3P）が本当に障害になっているのか？ 
－別の解釈も可能ではないか？3P は日本にとって障害となっている。 
－米国はこの件について、日本に対して何も言わない。 
－日本が 3P を緩和しても米国にとって大きな影響はない。 
エ 米国では、国防予算削減により巨大産業の生産能力がオーバーフローしてきてお

り、今後輸出に頼る必要が出てくるかもしれない。 
  －米国の輸出政策は長い歴史を持っている。 
  －米国の現在の輸出手段はそのままでは役立たない。 
  －オバマ政権は新しい輸出管理政策を検討中である。理由は、現在のライセンス交渉

は時間を取り遅いことによる。  
オ 共同において、ハイテクは高い障壁を有し、ローテクは低い障壁を有する。 
  またこれは国によって高さが異なる。ワッセナー・プロセスが良い例である。 
  国によって柔軟性を持つようにしている。 
カ 米国は、多くの国と Defense Procurement Agreement を締結している。これは、

WTO Agreement と同じ様なものである。 
キ 造船については国内でやる。  

（２）日本関係 
  ア もし日本の企業がハイテクの先端に止まりたいのなら、米国の企業との共同を

考える必要がある。 
  イ もし日本が（新しい）輸出政策を決定するのなら、防衛技術の共同を考える必

要がある。科学技術プログラムに力を入れる必要あり。 
  ウ 武器の共同開発においてコストはそれぞれの国が決めることになる。 

－政府間の協力が必要。 
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－企業レベルではノースロップ・グラマンとエアバスの関係のように、フレームワー

クレベルの協定が必要。 
  エ 日本も米国と Reciprocal Defense Procurement Agreement を締結する必要があ

る。 
  オ 情報保全についても協定が必要であるが、これは容易ではない。 
    －これはスウェーデンとは大きく異なる。米国は最高の技術を持っており、これを

他国へ出すことについては注意深く輸出についても積極的ではない。 
  カ BMD の共同は未だに多くの障害を有している。 

   －相互のニーズ、共通のニーズを明確にする必要がある。 
   －支出可能な予算は、必ずしも要求と一致しない。 
   －バイで行くのか、マルチで行くのか？ JSF はマルチである。 
   －SM-3 の輸出については、日本のアグリーメントが必要であり、ハイレベル・シニ

アレベルの協議が必要である。 
   －日本の製品をイスラエルへ輸出することもあり得る。 
   －未だにハイレベルの協議が持たれたことがない。日本の対応が必要である。 
   －ケースバイケース・ベースが望ましい。 
  キ S＆TF は科学技術について協議することは可能であるが、開発については協議で

きない。製品は開発によらなければならない。 
（３）将来について 
  ア 共同開発による次の戦術ビークルは、陸軍の車両である。 

   －日本は参加できるだろう。 
   －日本にとって障害はない。 
   －現在、オーストラリアのみが投資している。 
  イ IMPROVED ESSM の共同開発・生産への日本の参加を歓迎する。 
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参考資料  6 アンケート調査票   

参考資料 6-1 アンケート調査票（米国） 
参考資料 6-2 アンケート調査票（欧州）
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参考資料 6-1 アンケート調査票（米国） 

Inquiry  
(For US Defense Industries) 

 
We would be interested in your views on Japan’s participation in international 

defense programs. 
Assumptions 
1. Continuation of current Japanese policy on arms exports: 

a. Military technology transfers between US and Japan are permitted. 
b. Export to the US of hardware components related to missile defense systems are 

permitted, but not exports to the third parties. 
c. Export of arms and related items to any countries, except a. and b. above, is 

prohibited. 
d. The legislative structure in Japan needed to support information security agreements 

(such as GSOMIA) remains incomplete. 
2. Changes in Japanese Government policy on arms exports: 

a. A return to the basic “Three Principles” arms export policy, which permits Japan to 
export arms and related items to any countries except those in the communist bloc, 
those under UN sanction, and countries in areas of conflict. 

b. Enact all necessary laws and regulations in accordance with GSOMIA-like 
agreements. 

Inquiry  
1. In the case of no export policy change (Assumption 1): 

Please select one of the answers, a, b or c below and give some comments. 
 

a. We would welcome bilateral co-development and co-production projects. 
        (Comments) 
 

b. We might consider such projects. 
         (Comments) 
 

c. We would not accept such projects under current policy. 
         (Comment) 
 
2. In the case of policy change (Assumption 2): 

Please select one of the answers, a, b or c below and give some comments. 
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a. We would welcome bilateral co-development and co-production with Japan, 

or Japan’s participation in international cooperative programs. 
        (Comments) 
 

b. We would not object to co-development and co-production with Japan, or 
Japan’s participation in international cooperative programs. 

        (Comment) 
 

c. We would not be interested in either bilateral co-development and 
co-production with Japan, or Japan’s participation in international 
cooperative programs. 

        (Comments) 
 
3. Please answer the following question. 

If Japan changed its arms export policy to allow participation in 
international cooperative programs, what influence would this development 
have on American and European defense equipment markets? 
 
(Answer)
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参考資料 6-2 アンケート調査票（欧州） 

Inquiry   
(For European MODs and Defense Industries) 

 
We would be interested in your views on Japan’s participation in international 

defense programs. 
Assumptions 
1． Continuation of current Japanese policy on arms exports: 

a. Military technology transfers between US and Japan are permitted. 
b. Export to the US of hardware components related to missile defense systems are 

permitted, but not exports to the third parties. 
c. Export of arms and related items to any countries, except a. and b. above, is prohibited. 
d. The legislative structure in Japan needed to support information security agreements 

(such as GSOMIA) remains incomplete. 

2．  Changes in Japanese Government policy on arms exports: 
a. A return to the basic “Three Principles” arms export policy, which permits Japan to 

export arms and related items to any countries except those in the communist bloc, 
those under UN sanction, and countries in areas of conflict. 

b. Enact all necessary laws and regulations in accordance with GSOMIA-like agreements. 

Inquiry  
1．In the case of no export policy change (Assumption 1) 

(Comments) 
 

2． In the case of policy change (Assumption 2) 
Please select one of the answers, a, b or c below and give some comments. 
 

a. We would seek a Government-Government framework agreement, and welcome 
bilateral co-development and co-production, as well as Japan’s participation in 
international cooperative programs. 

(Comments) 
 

b. We are not sure whether a Government framework agreement would be 
necessary, we would consider cooperation with Japan on a case-by-case basis. 

(Comments) 
 

c. We would not be interested in either bilateral co-development and 
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co-production with Japan, or Japan’s participation in international cooperative 
programs. 

       (Comments) 
 
3． Would you please answer the following question? 

If Japan changed its arms export policy to allow participation in international 
cooperative programs, what influence would this development have on American 
and European defense equipment markets? 
(Answer) 
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